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令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
百
八
十
五
号

増

刊

②

　
　
　
　
規

則
（
第
十
号

－

第
二
十
三
号
）

○
福
岡
県
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
…
一

○
福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
…
二

○
福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
一
三

○
福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
一
五

○
福
岡
県
土
地
開
発
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
財
産
活
用
課
）
…
…
…
…
一
六

○
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則　
　
　

（
県
民
情
報
広
報
課
）
…
…
…
…
一
六

○
知
事
等
に
係
る
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
規

　

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
情
報
政
策
課
）
…
…
…
…
六
〇

○
福
岡
県
病
院
事
業
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　

（
健
康
増
進
課
）
…
…
…
…
六
〇

○
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一

　

部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
六
〇

○
福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

　

す
る
規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
自
然
環
境
課
）
…
…
…
…
六
〇

○
福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
中
小
企
業
振
興
課
）
…
…
…
…
六
一

○
福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　

（
農
山
漁
村
振
興
課
）
…
…
…
…
六
五

○
福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　

（
公
園
街
路
課
）
…
…
…
…
六
六

○
福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　
　
　
　
　

（
会
計
管
理
局
会
計
課
）
…
…
…
…
六
六

　
　
　
　

告

示
（
第
二
百
二
十
四
号
）

○
福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定

　

の
一
部
を
改
正
す
る
告
示　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
財　

政　

課
）
…
…
…
…
六
七

　
　
　
　
訓

令
（
第
一
号

－

第
六
号
）

○
福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
行
政
経
営
企
画
課
）
…
…
…
…
六
七

○
福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
六
七

○
福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
六
八

○
福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人　

事　

課
）
…
…
…
…
七
二

○
福
岡
県
広
報
広
聴
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
情
報
広
報
課
）
…
…
…
…
七
二

○
知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
県
民
情
報
広
報
課
）
…
…
…
…
七
二

　

福
岡
県
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
号

　
　
　

福
岡
県
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
行
政
不
服
審
査
法
施
行
細
則
（
平
成
二
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
の
見
出
し
中
「
福
岡
県
行
政
不
服
審
査
会
」
の
下
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
中
「
福
岡
県
行

政
不
服
審
査
会
」
を
「
法
第
八
十
一
条
第
一
項
の
機
関
」
に
、
「
第
四
条
中
」
を
「
第
四
条
第
一
項
中

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
一
号
中
「福

岡
県
行
政
不
服
審
査
会

」
の
次
に
「又

は
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会

」
を

加
え
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目

次
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福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
一
号

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う　

に
改
正
す
る
。

　
　

目
次
中
「
第
三
十
一
条
の
七
の
十
三
」
を
「
第
三
十
一
条
の
七
の
十
四
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
条
第
二
項
第
二
号
の
表
空
港
対
策
局
の
部
空
港
政
策
課
の
項
中
「
企
画
係　

調
整
係
」
を
「

企
画
調
整
係　

福
岡
空
港
係
」
に
改
め
、
同
部
空
港
事
業
課
の
項
中
「
福
岡
空
港
係　

北
九
州
空
港

係
」
を
「
北
九
州
空
港
係　

貨
物
拠
点
化
推
進
係
」
に
改
め
、
同
表
国
際
局
の
部
国
際
政
策
課
の
項

中
「
交
流
推
進
係　

ア
ジ
ア
若
者
文
化
交
流
係
」
を
「
外
国
人
材
支
援
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項

第
三
号
の
表
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
の
部
私
学
振
興
課
の
項
中
「
私
学
第
一
係　

私
学
第
二
係

　
　

私
学
第
三
係
」
を
「
小
中
高
等
学
校
係　

幼
稚
園
・
専
修
各
種
学
校
係　

修
学
支
援
係　

運
営
支

援
係
」
に
改
め
、
同
部
青
少
年
育
成
課
の
項
中
「
育
成
係　

支
援
係
」
を
「
支
援
係　

育
成
第
一
係

　
　

育
成
第
二
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
四
号
の
表
健
康
増
進
課
の
項
中
「
保
健
事
業
係　

健
康

づ
く
り
係　

母
子
保
健
係
」
を
「
地
域
保
健
係　

健
康
づ
く
り
第
一
係　

健
康
づ
く
り
第
二
係
」
に

改
め
、
同
表
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
の
項
中
「
疾
病
対
策
係
」
を
「
疾
病
対
策
係　

感
染
症
企
画

係
」
に
改
め
、
同
表
医
療
指
導
課
の
項
中
「
地
域
医
療
係
」
を
「
地
域
医
療
係　

災
害
医
療
係
」
に

改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
の
表
福
祉
総
務
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
ど
も
未
来
課

こ
ど
も
企
画
係　

こ
ど
も
の
育
ち
・
ひ
と
り
親
支
援
係　

居
場
所
づ
く

り
係　

児
童
扶
養
手
当
係

　
　

第
七
条
第
二
項
第
五
号
の
表
子
育
て
支
援
課
の
項
中
「
出
会
い
・
子
育
て
応
援
係　

保
育
企
画
係

　
　

保
育
人
材
確
保
係
」
を
「
子
育
て
支
援
係　

母
子
保
健
係　

保
育
企
画
・
人
材
確
保
係
」
に
改
め

、
同
表
児
童
家
庭
課
の
項
中
「
児
童
家
庭
課
」
を
「
こ
ど
も
福
祉
課
」
に
、
「
児
童
福
祉
係
」
を
「

こ
ど
も
福
祉
係
」
に
改
め
、
「
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
係　

児
童
扶
養
手
当
係
」
を
削
り
、
同
表
障
が

い
福
祉
課
の
項
中
「
自
立
支
援
係
」
を
「
自
立
支
援
・
給
付
係
」
に
改
め
、
「
医
療
・
給
付
係
」
を

削
り
、
同
条
第
二
項
第
六
号
の
表
環
境
政
策
課
の
項
中
「
予
算
係
」
を
「
予
算
・
重
点
係　

国
際
環

境
協
力
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七
号
の
表
商
工
政
策
課
の
項
中
「
予
算
係
」
を
「
予
算
・
重

点
係
」
に
改
め
、
同
表
中
小
企
業
技
術
振
興
課
の
項
中
「
人
材
育
成
支
援
係
」
を
削
り
、
同
表
工
業

保
安
課
の
項
中
「
高
圧
ガ
ス
電
気
係　

Ｌ
Ｐ
ガ
ス
火
薬
係
」
を
「
産
業
保
安
係
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
第
八
号
の
表
農
山
漁
村
振
興
課
の
項
中
「
鳥
獣
対
策
係　

技
術
管
理
係
」
を
「
技
術
管
理
係
」

に
改
め
、
同
表
経
営
技
術
支
援
課
の
項
中
「
経
営
総
務
係　

経
営
企
画
係　

女
性
農
業
者
支
援
係　

生
産
資
材
係
」
を
「
女
性
農
業
者
支
援
係　

経
営
企
画
係　

生
産
資
材
係　

鳥
獣
対
策
係
」
に
改
め

、
同
表
畜
産
課
の
項
中
「
衛
生
係
」
を
「
家
畜
衛
生
係
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
十
号
の
表
都
市

計
画
課
の
項
中
「
開
発
第
二
係
」
を
「
開
発
第
二
係　

盛
土
規
制
係
」
に
改
め
る
。

　
　

第
七
条
の
二
第
一
項
の
表
が
ん
感
染
症
疾
病
対
策
課
の
項
を
削
り
、
同
表
商
工
政
策
課
の
項
中
「

産
業
特
区
推
進
室
」
を
「
技
術
人
材
育
成
室
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
ワ
ン
ヘ
ル
ス
総
合
推
進

室
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

こ
こ
ろ
の
健
康

づ
く
り
推
進
室

精
神
保
健
係　

自
殺
・
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
対
策
係

医
師
・
看
護
職

員
確
保
対
策
室

医
師
確
保
係　

看
護
職
員
確
保
係

　
　

第
八
条
第
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
十
三
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を　

加
え
る
。

　

13　

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
各
課
又
は
各
室
の
う
ち
知
事
が
特
に
必
要　
　

と
認
め
る
課
又
は
室
に
広
報
監
、
企
画
広
報
主
幹
又
は
広
報
主
幹
を
置
く
。

　
　

第
八
条
第
十
九
項
中
「
参
事
補
佐
又
は
企
画
主
査
」
を
「
参
事
補
佐
、
主
幹
、
企
画
主
査
又
は
指

導
主
査
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
項
中
「
、
企
画
広
報
監
」
を
削
り
、
「
企
画
監
」
の
下
に
「
、
情

報
企
画
監
」
を
加
え
、
「
企
画
主
幹
」
の
下
に
「
、
企
画
広
報
主
幹
、
主
幹
」
を
加
え
、
「
係
長
及

び
企
画
主
査
」
を
「
係
長
、
企
画
主
査
又
は
指
導
主
査
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
七
第
一
項
中
第
十
七
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え　

る
。

　
　

十
七　

企
画
・
地
域
振
興
部
市
町
村
振
興
局
の
予
算
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
十
七
第
二
項
中
「
、
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号
」
を
「
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八　

号
ま
で
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
条
の
十
九
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

企
画
調
整
係



令和５年３月31日　金曜日3 第385号 増刊②
　
　
　

イ　

空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ

と
。

　
　
　

ロ　

空
港
施
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ

と
。

　
　
　

ハ　

福
岡
県
の
空
港
の
将
来
構
想
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

福
岡
空
港
運
営
会
社
と
の
協
議
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

空
港
周
辺
整
備
機
構
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
企
画
・
地
域
振
興
部
空
港
対
策
局
空
港
事
業
課
に
係
る
も
の
（
公

印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示

等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

　
　
　

ト　

企
画
・
地
域
振
興
部
空
港
対
策
局
の
予
算
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

チ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

福
岡
空
港
係

　
　
　

イ　

空
港
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
福
岡
空
港
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

公
共
用
飛
行
場
周
辺
に
お
け
る
航
空
機
騒
音
に
よ
る
障
害
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
二
年
法
律
第
百
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

福
岡
空
港
の
需
給
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

福
岡
空
港
及
び
空
港
周
辺
の
整
備
並
び
に
利
用
の
促
進
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
調
整

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

空
港
周
辺
整
備
機
構
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
騒
音
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
二
十
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

北
九
州
空
港
係

　
　
　

イ　

空
港
施
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
北
九
州
空
港
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

北
九
州
空
港
の
整
備
並
び
に
利
用
の
促
進
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編

集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

貨
物
拠
点
化
推
進
係

　
　
　

イ　

空
港
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
北
九
州
空
港
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

北
九
州
空
港
の
整
備
並
び
に
利
用
の
促
進
に
関
す
る
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
事

務
の
う
ち
、
貨
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
二
十
一
第
一
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ニ　

国
連
ハ
ビ
タ
ッ
ト
福
岡
本
部
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
二
十
一
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヘ　

海
外
協
力
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
条
の
二
十
一
第
三
号
中
「
交
流
推
進
係
」
を
「
外
国
人
材
支
援
係
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中

「
海
外
協
力
」
を
「
外
国
人
向
け
情
報
発
信
」
に
改
め
、
同
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
同
条

第
四
号
を
削
る
。

　
　

第
二
十
一
条
第
一
項
第
三
号
中
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
と
の
」
を
「
多
様
な
主
体
の
」

に
改
め
、
同
項
中
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
削
り
、
第
八
号
を
第
四
号
と
し
、
第
九
号
か
ら
第
十

　

六
号
ま
で
を
四
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
前
項
第
十
号
、
第
十
三
号
、
第
十
五
号
及
び

第
十
六
号
」
を
「
前
項
第
六
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
第
一
項
第
十
一
号
、
第
十
二
号
及
び
第
十
四
号
」
を
「
第
一
項
第
七
号
、
第
八
号
及
び
第
十
号
」

に
改
め
る
。

　
　

第
二
十
九
条
第
一
項
中
第
八
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
の
次
に
次

の
三
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

生
涯
学
習
の
振
興
に
関
す
る
施
策
の
企
画
、
調
整
及
び
事
業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

福
岡
県
生
涯
学
習
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

九　

生
涯
学
習
に
関
す
る
指
導
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
二
十
九
条
第
二
項
中
「
同
項
第
七
号
及
び
第
八
号
」
を
「
同
項
第
十
号
及
び
第
十
一
号
」
に
改

め
る
。

　
　

第
三
十
条
及
び
第
三
十
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私
学
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
条　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
私

学
振
興
課
の
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

小
中
高
等
学
校
係
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イ　

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私

立
学
校
に
関
す
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

私
立
学
校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

産
業
教
育
振
興
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
八
号
）
、
理
科
教
育
振
興
法
（
昭

和
二
十
八
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
並
び
に
高
等
学
校
の
定
時
制
教
育
及
び
通
信
教
育
振
興

法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校

の
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私

立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法

律
第
百
五
十
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
私
立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ト　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
（
昭
和
五
十
年
法
律
第
六
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

チ　

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
私
立
学
校
の
補
助
金
に
関
す
る
も
の
で
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

リ　

い
じ
め
防
止
対
策
推
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
係
る
も
の
で
他

課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ヌ　

私
立
学
校
教
育
功
労
者
の
表
彰
、
叙
勲
及
び
褒
賞
そ
の
他
表
彰
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ル　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ヲ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ワ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

幼
稚
園
・
専
修
各
種
学
校
係

　
　
　

イ　

学
校
教
育
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
の
幼
稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

教
育
職
員
免
許
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

私
立
学
校
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
の
幼
稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学

校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

激
甚じ

ん

災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
私

立
学
校
施
設
災
害
復
旧
事
業
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
幼
稚
園
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

私
立
学
校
振
興
助
成
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
（
経
常
費
補
助
金
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

私
立
の
幼
稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
幼
稚
園
の
補
助
金
に
関
す
る
こ

と
。

　
　
　

ト　

私
立
学
校
教
育
の
助
成
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
の
幼
稚
園
、
専
修
学
校
及
び
各
種

学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

修
学
支
援
係

　
　
　

イ　

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
八
号
）
の

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

高
校
生
等
奨
学
給
付
金
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
私
立
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

私
立
学
校
の
生
徒
等
に
対
す
る
就
学
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

運
営
支
援
係

　
　
　

イ　

私
立
学
校
の
経
常
費
補
助
金
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

私
立
学
校
の
運
営
の
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

（
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成
局
青
少
年
育
成
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条
の
二　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
私
学
振
興
・
青
少
年
育
成

局
青
少
年
育
成
課
の
各
係
ご
と
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

支
援
係

　
　
　

イ　

福
岡
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と

。

　
　
　

ロ　

青
少
年
の
非
行
防
止
及
び
立
ち
直
り
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

青
少
年
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
適
正
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

青
少
年
に
係
る
相
談
員
及
び
指
導
員
等
の
連
絡
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。
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二　

育
成
第
一
係

　
　
　

イ　

青
少
年
に
関
す
る
県
民
運
動
の
指
導
及
び
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

青
少
年
団
体
の
指
導
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

青
少
年
の
海
外
体
験
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

育
成
第
二
係

　
　
　

イ　

地
域
の
未
来
を
担
う
人
材
の
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
条
の
四　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
人
づ
く
り
・
県
民
生
活
部
ス
ポ
ー
ツ
局
ス
ポ
ー
ツ
振

興
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

地
域
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

生
涯
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

県
民
ス
ポ
ー
ツ
大
会
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

ス
ポ
ー
ツ
団
体
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

福
岡
国
際
マ
ラ
ソ
ン
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集

及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
地
域
ス
ポ
ー
ツ
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
四

号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る

。

　

３　

ス
ポ
ー
ツ
振
興
課
障
が
い
者
ス
ポ
ー
ツ
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
四
号
（
障
が
い
者
ス
ポ

ー
ツ
団
体
に
限
る
。
）
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
第
一
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ロ　

環
境
と
人
と
動
物
の
よ
り
良
い
関
係
づ
く
り
等
福
岡
県
に
お
け
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
実
践
促

進
に
関
す
る
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
一
号
中
「
保
健
事
業
係
」
を
「
地
域
保
健
係
」
に
改
め
、
ニ
を
削
り
、

ハ
を
ニ
と
し
、
同
号
ロ
中
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
免
許
に
関
す
る
」
を
加
え
、
同
号

ロ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ロ　

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、

免
許
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
号
中
「
健
康
づ
く
り
係
」
を
「
健
康
づ
く
り
第
一
係
」
に
改
め
、
同

号
イ
中
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の

う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ロ　

調
理
師
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
二
第
二
号
ハ
中
「
健
康
増
進
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号

）
」
を
加
え
、
同
号
ホ
中
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
」
を
加
え
、
同

条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

三　

健
康
づ
く
り
第
二
係

　
　
　

イ　

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
特
定
健
康
診
査

、
特
定
保
健
指
導
及
び
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
が
行
う
被
保
険
者
の
健
康
診
査
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

健
康
増
進
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
受
動
喫
煙
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

健
康
寿
命
の
延
伸
等
を
図
る
た
め
の
脳
卒
中
、
心
臓
病
そ
の
他
の
循
環
器
病
に
係
る
対
策

に
関
す
る
基
本
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

健
康
増
進
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
運
動
習
慣
の
定
着
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
三
中
「
こ
こ
ろ
の
健
康
づ
く
り
推
進
室
の
」
の
下
に
「
各
係
ご
と
の
」
を
加

え
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

精
神
保
健
係

　
　
　

イ　

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

精
神
保
健
福
祉
士
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

病
院
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
太
宰
府
病
院
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編

集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。
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二　

自
殺
・
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
対
策
係

　
　
　

イ　

自
殺
対
策
基
本
法
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
対
策
基
本
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
九
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

ギ
ャ
ン
ブ
ル
等
依
存
症
対
策
基
本
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
七
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

福
岡
県
飲
酒
運
転
撲
滅
運
動
の
推
進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
違

反
者
の
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
に
関
す
る
診
断
及
び
治
療
並
び
に
飲
酒
運
転
撲
滅
対
策
医
療
セ

ン
タ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
三
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
削
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
四
第
一
号
イ
中
「
児
童
福
祉
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六　

十
四
号
）
」
を
加
え
、
同
号
ヘ
及
び
ト
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

へ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
四
第
三
号
中
ト
を
削
り
、
チ
を
ト
と
し
、
同
条
第
四
号
イ
を
削
り
、
同
号
ロ

中
「
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
）
」
を
削
り
、
「
施
行
に
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、　

他
係
に
属
し
な
い
」
を
加
え
、
同
号
ロ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
ハ
中
「
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第

三
十
一
号
）
」
を
削
り
、
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
」
を

加
え
、
同
号
ハ
を
同
号
ロ
と
し
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加

え
る
。

　
　

四　

感
染
症
企
画
係

　
　
　

イ　

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
企
画
、
調
査
及
び
調
整
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
施　
　
　
　

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
二
の
五
を
削
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
四
第
二
号
イ
中
「
母
子
保
健
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号

）
」
を
加
え
、
同
号
ハ
中
「
関
す
る
」
の
下
に
「
事
務
の
う
ち
、
他
係
に
属
し
な
い
」
を
加
え
、
同

条
第
三
号
中
ヨ
を
タ
と
し
、
カ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヨ　

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
三

　
　
　
　

十
一
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
四
中
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

三　

災
害
医
療
係

　
　
　

イ　

救
急
医
療
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
災
害
時
に
お
け
る
医
療
体
制
の
整
備
に

関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
四
の
二
中
「
医
師
・
看
護
職
員
確
保
対
策
室
の
」
の
下
に
「
各
係
ご
と
の
」
を
加

え
、
第
一
号
及
び
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

医
師
確
保
係

　
　
　

イ　

離
島
振
興
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
医
療
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

無
医
地
区
等
の
診
療
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

自
治
医
科
大
学
へ
の
派
遣
学
生
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
の
う
ち
、
公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編

集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開
示
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

看
護
職
員
確
保
係

　
　
　

イ　

保
健
師
助
産
師
看
護
師
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と

。

　
　
　

ロ　

看
護
師
等
の
人
材
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

福
岡
県
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
昭
和
三
十
七

年
福
岡
県
条
例
第
五
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
四
の
二
第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
削
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
四
第
一
項
第
八
号
中
「
社
会
福
祉
法
人
」
の
下
に
「
、
社
会
福
祉
連
携
推
進　

法
人
」
を
加
え
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
十
三
を
第
三
十
一
条
の
七
の
十
四
と
し
、
第
三
十
一
条
の
七
の
十
か
ら
第
三

　

十
一
条
の
七
の
十
二
ま
で
を
一
条
ず
つ
繰
り
下
げ
る
。
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第
三
十
一
条
の
七
の
九
第
二
号
ハ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

ハ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
九
第
二
号
中
ニ
を
削
り
、
ホ
を
ニ
と
し
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
七
の
十
と

し
、
第
三
十
一
条
の
七
の
八
を
第
三
十
一
条
の
七
の
九
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
二
号
中
「
自
立
支
援
係
」
を
「
自
立
支
援
・
給
付
係
」
に
改
め
、
ト
を　

チ
と
し
、
へ
を
ト
と
し
、
ホ
を
へ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ホ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児

福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
に
関
す
る
こ
と
（
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る

福
祉
手
当
に
関
す
る
こ
と
を
含
む
。
）
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

リ　

福
岡
県
心
身
障
が
い
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
（
昭
和
四
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
二
十
一
号

）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヌ　

重
度
障
が
い
者
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
七
第
四
号
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
七
の
八
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
六
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
児
童
家
庭
課
」
を
「
こ
ど
も
福
祉
課
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
児
童
福
祉
係
」
を
「
こ
ど
も
福
祉
係
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
ロ
中
「
保
健

医
療
介
護
部
健
康
増
進
課
並
び
に
福
祉
労
働
部
子
育
て
支
援
課
」
を
「
福
祉
労
働
部
こ
ど
も
未
来
課

、
子
育
て
支
援
課
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
及
び
第
五
号
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
七
の
七

と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

子
育
て
支
援
係

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
十
一
条
の
九
に
規
定
す
る
子
育

て
支
援
事
業
に
関
す
る
事
務
で
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ロ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

子
育
て
短
期
支
援
事
業
、
地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事
業
、
子
育
て
援
助
活
動
支
援
事
業
、
児

童
厚
生
施
設
を
経
営
す
る
事
業
及
び
児
童
の
福
祉
の
増
進
に
つ
い
て
相
談
に
応
ず
る
事
業
の

う
ち
利
用
者
支
援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

児
童
福
祉
思
想
の
普
及
啓
発
及
び
児
童
文
化
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

子
育
て
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

母
子
保
健
係

　
　
　

イ　

母
体
保
護
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

乳
児
家
庭
全
戸
訪
問
事
業
及
び
養
育
支
援
訪
問
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

母
子
保
健
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

三　

保
育
企
画
・
人
材
確
保
係

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
保
育
士
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る

一
時
預
か
り
事
業
及
び
病
児
保
育
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援

事
業
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
計
画
に
関
す
る
事
務
で
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い

こ
と
。

　
　
　

ニ　

保
育
行
政
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

待
機
児
童
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

保
育
士
の
確
保
及
び
人
材
育
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
七
の
五
第
四
号
ハ
中
「
も
の
」
を
「
こ
と
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
一
条
の
七

の
六
と
し
、
第
三
十
一
条
の
七
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
　

（
こ
ど
も
未
来
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
三
十
一
条
の
七
の
五　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
福
祉
労
働
部
こ
ど
も
未
来
課
の
各
係
ご
と
の

所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　

一　

こ
ど
も
企
画
係

　
　
　

イ　

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ

と
。

　
　
　

ロ　

子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務　
　
　
　

の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

こ
ど
も
基
本
法
（
令
和
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
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及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

出
会
い
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

少
子
化
対
策
の
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

こ
ど
も
の
育
ち
・
ひ
と
り
親
支
援
係

　
　
　

イ　

社
会
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
二
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る

第
二
種
社
会
福
祉
事
業
並
び
に
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
に
従
事
す
る
職
員
の
訓
練
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

子
ど
も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
及
び
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
子
ど
も
の
学
習
・
生
活
支
援
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

母
子
家
庭
、
父
子
家
庭
及
び
寡
婦
の
福
祉
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

こ
ど
も
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療
費
の
助
成
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

居
場
所
づ
く
り
係

　
　
　

イ　

児
童
福
祉
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
同
法
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

放
課
後
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

こ
ど
も
食
堂
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

こ
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

児
童
扶
養
手
当
係

　
　
　

イ　

児
童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ハ　

児
童
手
当
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

ニ　

子
ど
も
手
当
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　

  

第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
第
四
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
次
号
及
び
第
九
号
に
掲
げ
る
事
務
を

除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
項
中
第
十
二
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
八
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
を
二
号

ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

九　

環
境
部
に
係
る
重
要
施
策
等
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
八
第
一
項
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

五　

環
境
部
に
係
る
広
報
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
一
条
の
八
第
二
項
中
「
前
項
第
六
号
、
第
八
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
」

を
「
前
項
第
七
号
、
第
十
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
予
算
係
」
を
「
予
算
・
重
点
係
」
に
、
「
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
一
項
第
八
号
及
び
第
九
号
」

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

　

４　

環
境
政
策
課
国
際
環
境
協
力
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
三
十
一
条
の
十
一
第
二
号
中
ハ
を
ニ
と
し
、
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ロ　

特
定
外
来
生
物
に
よ
る
生
態
系
等
に
係
る
被
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法

律
第
七
十
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
十
三
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
十
二
号
を
第
十
七
号
と
し
、
第
十
一
号

を
第
十
六
号
と
し
、
同
項
第
十
号
中
「
産
業
特
区
推
進
室
」
を
「
技
術
人
材
育
成
室
」
に
改
め
、
同

号
を
同
項
第
十
五
号
と
し
、
同
項
第
九
号
中
「
産
業
特
区
推
進
室
」
を
「
技
術
人
材
育
成
室
」
に
改

め
、
同
号
を
同
項
第
十
四
号
と
し
、
同
項
第
八
号
を
同
項
第
十
二
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号

を
加
え
る
。

　
　

十
三　

商
工
部
に
係
る
重
要
施
策
等
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
第
一
項
中
第
七
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
六
号
を
第
八
号
と
し
、
同
号
の
次
に
次
の　

二
号
を
加
え
る
。

　
　

九　

グ
リ
ー
ン
ア
ジ
ア
国
際
戦
略
総
合
特
区
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

そ
の
他
産
業
関
連
特
区
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
第
一
項
第
五
号
を
同
項
第
七
号
と
し
、
同
項
第
四
号
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
次
号　

及
び
第
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
号
の
次
に　

次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

六　

商
工
部
に
係
る
広
報
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。
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第
三
十
二
条
第
一
項
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
第
二
項
中
「
第
七
号
、
第
九
号
及
び
第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
」
を
「
第
十
一
号
、

第
十
四
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
予
算
係
」
を
「
予
算
・
重

点
係
」
に
、
「
第
一
項
第
八
号
及
び
第
十
号
」
を
「
第
一
項
第
十
二
号
、
第
十
三
号
及
び
第
十
五
号

」
に
改
め
る
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
産
業
特
区
推
進
室
」
を
「
技
術
人
材
育
成
室
」
に

改
め
、
同
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

商
工
業
の
技
術
人
材
の
育
成
・
確
保
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
二
条
の
二
中
第
二
号
及
び
第
三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
二
号
と
す
る
。

　
　

第
三
十
二
条
の
三
第
三
号
を
削
る
。

　
　

第
三
十
四
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二　

産
業
保
安
係

　
　
　

イ　

火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

農
山
漁
村
電
気
導
入
促
進
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
三
百
五
十
八
号
）
の
規
定
に
基
づ

く
電
気
導
入
計
画
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ニ　

武
器
等
製
造
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
猟
銃
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ホ　

ガ
ス
事
業
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
損

失
補
償
の
裁
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヘ　

電
気
工
事
士
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
三
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

電
気
用
品
安
全
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

チ　

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
損

失
補
償
の
裁
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

リ　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法

律
第
百
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ヌ　

電
気
工
事
業
の
業
務
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
九
十
六
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ル　

電
気
通
信
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち

、
損
失
補
償
の
裁
定
等
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
三
十
四
条
第
三
号
を
削
る
。

　
　

第
四
十
条
中
第
二
号
を
削
り
、
第
三
号
を
第
二
号
と
し
、
第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第

四
号
と
し
、
同
条
第
六
号
ホ
を
削
り
、
同
号
を
同
条
第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
を
同
条
第
六
号
と

す
る
。

　
　

第
四
十
一
条
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

二　

地
産
地
消
推
進
係

　
　
　

イ　

食
育
基
本
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
六
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す

る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林
水
産

物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
く
地

域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
ハ
を
削
り
、
ニ
を
ハ
と
し
、
ホ
を
ニ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。

　
　
　

ホ　

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動
の
促

進
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
一
条
第
三
号
中
へ
を
ト
と
し
、
ト
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ヘ　

環
境
と
人
と
動
物
の
よ
り
良
い
関
係
づ
く
り
等
福
岡
県
に
お
け
る
ワ
ン
ヘ
ル
ス
の
実
践
促

進
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
ワ
ン
ヘ
ル
ス
認
証
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

一　

女
性
農
業
者
支
援
係

　
　
　

イ　

農
業
改
良
助
長
法
の
規
定
に
基
づ
く
協
同
農
業
普
及
事
業
の
う
ち
、
農
業
経
営
の
育
成
及

び
農
村
生
活
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

肥
料
の
品
質
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
七
号
）
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

女
性
農
業
者
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。
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ニ　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
（
農
林
水
産
部
経
営
技
術
支
援
課
後
継
人
材
育
成
室
に
係
る
も
の
（

公
印
の
管
守
、
職
員
の
服
務
、
文
書
の
収
受
、
発
送
、
編
集
及
び
保
存
並
び
に
公
文
書
の
開

示
等
に
関
す
る
こ
と
を
除
く
。
）
を
含
む
。
）
。

　
　
　

ホ　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
（
農
林
水
産
部
経
営
技
術
支
援
課
後
継
人
材
育
成
室
に
係
る
も

の
を
含
む
。
）
。

　
　
　

へ　

病
害
虫
防
除
所
及
び
農
業
大
学
校
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ト　

農
林
事
務
所
普
及
指
導
セ
ン
タ
ー
と
の
連
絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ニ　

農
業
改
良
資
金
、
日
本
政
策
金
融
公
庫
資
金
等
の
融
資
対
象
事
業
の
指
導
に
関
す
る
こ
と

。

　
　

第
四
十
三
条
の
三
第
三
号
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
イ
を
削
り
、
ロ
を
イ
と
し
、
ハ
か
ら
ト
ま
で

を
ロ
か
ら
ヘ
ま
で
と
し
、
同
号
を
同
条
第
三
号
と
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

四　

鳥
獣
対
策
係

　
　
　

イ　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の

う
ち
、
生
活
環
境
及
び
農
林
水
産
業
に
係
る
被
害
の
防
止
並
び
に
狩
猟
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ロ　

鳥
獣
に
よ
る
農
林
水
産
業
等
に
係
る
被
害
の
防
止
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　
　

ハ　

獣
肉
の
有
効
利
用
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
四
十
三
条
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

（
畜
産
課
の
所
掌
事
務
）

　

第
四
十
三
条
の
四　

第
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
農
林
水
産
部
畜
産
課
の
所
掌
事
務
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

　
　

一　

獣
医
師
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二　

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三　

家
畜
保
健
衛
生
所
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

四　

牧
野
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

五　

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

六　

家
畜
伝
染
病
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

七　

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五

号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

八　

酪
農
及
び
肉
用
牛
生
産
の
振
興
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
八
十
二
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

九　

養
蜂
振
興
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十　

家
畜
取
引
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
一　

養
鶏
振
興
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
二　

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行

に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
動
物
用
医
薬
品
等
の
取
締
り
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
三　

畜
産
経
営
の
安
定
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
の
施
行
に
関

す
る
こ
と
。

　
　

十
四　

卸
売
市
場
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
畜
産
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
五　

獣
医
療
法
（
平
成
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
六　

家
畜
排
せ
つ
物
の
管
理
の
適
正
化
及
び
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律

第
百
十
二
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
七　

牛
海
綿
状
脳
症
対
策
特
別
措
置
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
他
課
に
属
し
な
い
こ

と
。

　
　

十
八　

養
豚
農
業
振
興
法
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
百
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

十
九　

畜
舎
等
の
建
築
等
及
び
利
用
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
四
号
）
の

施
行
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十　

福
岡
県
獣
医
師
修
学
資
金
貸
与
条
例
（
平
成
五
年
福
岡
県
条
例
第
九
号
）
の
施
行
に
関
す

る
こ
と
。

　
　

二
十
一　

畜
産
行
政
に
関
す
る
総
合
企
画
、
調
査
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
二　

地
域
畜
産
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
三　

畜
産
経
営
の
環
境
整
備
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
四　

畜
産
環
境
保
全
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
五　

家
畜
の
導
入
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
六　

肉
用
牛
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
七　

畜
産
経
営
技
術
の
改
善
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

二
十
八　

畜
産
物
の
流
通
に
関
す
る
こ
と
。



令和５年３月31日　金曜日11 第385号 増刊②
　
　

二
十
九　

学
校
給
食
用
牛
乳
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十　

飼
料
作
物
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
一　

草
地
の
造
成
及
び
改
良
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
二　

流
通
飼
料
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
三　

家
畜
衛
生
の
向
上
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
四　

動
物
保
健
衛
生
所
の
設
置
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
五　

庶
務
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
六　

財
務
会
計
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

三
十
七　

家
畜
保
健
衛
生
所
に
関
す
る
こ
と
。

　

２　

畜
産
課
企
画
環
境
係
の
所
掌
事
務
は
、
前
項
第
十
六
号
、
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で

及
び
第
三
十
五
号
か
ら
第
三
十
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

３　

畜
産
課
大
家
畜
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
二
号
、
第
四
号
、
第
五
号
、
第
八
号
、
第
十
号

、
第
十
三
号
（
肉
用
牛
及
び
加
工
原
料
乳
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
、
第
二
十
五
号
か
ら
第
二

　
　

十
七
号
ま
で
、
第
二
十
八
号
（
牛
肉
及
び
乳
製
品
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
。
）
及
び
第
二
十
九
号

か
ら
第
三
十
一
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

４　

畜
産
課
中
小
家
畜
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
七
号
、
第
九
号
、
第
十
一
号
、
第
十
三
号
に

掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
、
第
十
四
号
、
第
十
八
号
、
第
十
九
号
、
第
二
十
八

号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
他
係
に
属
し
な
い
こ
と
及
び
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　

５　

畜
産
課
家
畜
衛
生
係
の
所
掌
事
務
は
、
第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
六
号
、
第
十
二
号
、
第

十
五
号
、
第
十
七
号
、
第
二
十
号
及
び
第
三
十
三
号
に
掲
げ
る
事
務
と
す
る
。

　
　

第
四
十
三
条
の
六
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　

ト　

特
用
林
産
物
の
振
興
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
五
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　
　

七　

盛
土
規
制
係

　
　
　

イ　

盛
土
等
の
規
制
に
係
る
調
査
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
中
福
岡
県
職
員
委
員
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七

号
）
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
及
び
福

岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
令
和

福
岡
県
個
人
情

報
保
護
審
議
会

五
年
福
岡
県
条
例
第
一
号
）
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

諮
問
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
住
民
基
本
台
帳
法
第
三
十
条
の
四

十
第
二
項
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
審
議
し
、
及
び
建

議
し
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番

号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号

）
第
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
保
護
評
価
に

関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
意
見
を
述
べ
、
並
び
に
福
岡
県
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第

四
十
三
号
）
第
十
一
条
及
び
福
岡
県
議
会
の
保
有
す
る
個
人
情
報

の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
応
じ
調

査
審
議
す
る
こ
と
。

総
務
部

県
民
情
報
広
報

課

　
　

第
六
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
表
福
岡
県
子
ど
も
・
子
育
て
会
議
の
項
中
「
第
七
十
七
条
第
四
項

」
を
「
第
七
十
二
条
第
四
項
」
に
、
「
子
育
て
支
援
課
」
を
「
こ
ど
も
未
来
課
」
に
改
め
、
同
条
第

一
項
第
二
号
の
表
中
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
審
議
会
の
項
及
び
福
岡
県
生
涯
学
習
審
議
会
の
項
を
削

り
、
福
岡
県
消
費
生
活
審
議
会
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

福
岡
県
生
涯
学

習
審
議
会

生
涯
学
習
の
振
興
の
た
め
の
施
策
の
推
進
体
制
等
の
整
備
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
十
条
の
規
定
に
よ
る

生
涯
学
習
に
資
す
る
た
め
の
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
重

要
事
項
の
調
査
審
議
及
び
関
係
行
政
機
関
に
対
す
る
建
議
に
関
す

る
こ
と
。

人
づ
く
り
・
県

民
生
活
部

私
学
振
興
・
青

少
年
育
成
局

政　

策　

課

　
　

第
八
十
七
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
田
川
保
健
福
祉
事
務
所
の
項
中

　

「
保
護
第
二
課　
　
　

「
保
護
第
二
課

　
　
　

保
護
第
一
係　
　
　
　

保
護
第
一
係　

に
改
め
る
。

　
　
　

保
護
第
二
係　

を　
　

保
護
第
二
係
」

　
　
　

保
護
第
三
係
」

　
　

第
八
十
九
条
第
六
項
第
六
号
ハ
を
削
り
、
同
条
第
八
項
第
三
号
ロ
⑴
の
表
下
欄
中
「
第
三
十
八
条

第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
十
三
項
中
「
第
一
項
第
八
号
チ
」
を
「
第

一
項
第
七
号
チ
」
に
改
め
る
。

　
　

第
九
十
九
条
の
表
福
岡
県
福
岡
児
童
相
談
所
の
項
中

　

「
初
動
対
応
係　
　

「
初
動
対
応
係

　
　

相
談
支
援
係
」
を　

相
談
支
援
第
一
係　

に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

相
談
支
援
第
二
係
」

　
　

第
百
一
条
第
一
項
第
三
号
ロ
中
「
相
談
支
援
係
」
を
「
相
談
支
援
第
一
係
」
に
改
め
、
同
号
に
次　

の
よ
う
に
加
え
る
。
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ハ　

相
談
支
援
第
二
係

　
　
　
　

⑴　

前
号
ロ
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
十
一
条
の
表
福
岡
県
立
小
竹
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
塗
装
科
」
を
「
デ
ザ
イ
ン
塗
装
科

」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
立
大
牟
田
高
等
技
術
専
門
校
の
項
中
「
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務

科
」
を
「
オ
フ
ィ
ス
ビ
ジ
ネ
ス
系
Ｏ
Ａ
事
務
科　

第
一
種
情
報
処
理
系
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
管
理
科
」
に

改
め
る
。

　
　

第
百
十
三
条
第
一
項
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
第
三
号
イ
中
「
塗
装
科

」
を
「
デ
ザ
イ
ン
塗
装
科
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
二
号
イ
中
「
電
力
系
電
気
工
事
科
」
の
下
に

「
、
第
一
種
情
報
処
理
系
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
管
理
科
」
を
加
え
る
。

　
　

第
百
六
十
二
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
朝
倉
農
林
事
務
所
の
項
中

　

「
治
山
第
一
係　

を
「
治
山
係
」
に
改
め
る
。

　
　

治
山
第
二
係
」

　
　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑵
中
ニ
を
削
り
、
ナ
を
ネ
と
し
、
ス
か
ら
ト
ま
で
を
タ
か
ら
ヌ　

ま
で
と
し
、
シ
を
セ
と
し
、
セ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　

ソ　

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立
の
た
め
の
環
境
負
荷
低
減
事
業
活
動

の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑵
中
サ
を
ス
と
し
、
コ
を
サ
と
し
、
サ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　
　
　
　

シ　

地
域
資
源
を
活
用
し
た
農
林
漁
業
者
等
に
よ
る
新
事
業
の
創
出
等
及
び
地
域
の
農
林

水
産
物
の
利
用
促
進
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
地
域
の
農
林
水
産
物
の
利
用
の

促
進
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
百
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
ハ
⑵
中
ケ
を
コ
と
し
、
ク
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　
　
　
　

ケ　

食
育
基
本
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
一
号
チ
⑴
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　

⑴　

治
山
係

　
　
　
　
　

ア　

治
山
事
業
に
関
す
る
こ
と
。

　
　

第
百
六
十
四
条
第
二
項
第
一
号
チ
中
⑵
を
削
り
、
⑶
を
⑵
と
し
、
同
条
第
三
項
第
五
号
イ
を
次
の

　

よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

イ　

第
二
項
第
一
号
チ
⑴
ア
に
規
定
す
る
事
務

　
　

第
百
六
十
四
条
第
四
項
中
「
次
の
」
を
「
、
次
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
ホ
⑵
イ
中
「
農
村
総

合
整
備
事
業
」
の
下
に
「
、
た
め
池
等
整
備
事
業
（
河
川
応
急
）
、
湛た

ん

水
防
除
事
業
」
を
加
え
、
同

号
ト
⑴
ア
、
同
条
第
五
項
第
一
号
チ
⑴
ア
及
び
同
条
第
六
項
第
七
号
イ
⑴
中
「
第
三
項
第
五
号
イ
」

を
「
第
二
項
第
一
号
チ
⑴
ア
」
に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
三
十
一
条
第
一
項
の
表
福
岡
県
朝
倉
県
土
整
備
事
務
所
の
項
中

　

「
用
地
係
」
を
「
用
地
係　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　

災
害
用
地
係
」

　

「
災
害
事
業
調
整
課

　
　

災
害
用
地
課

　
　

災
害
河
川
第
一
課

　
　
　

河
川
第
一
係　
　
　

「
災
害
河
川
課

　
　
　

河
川
第
二
係　
　

を　
　

河
川
第
一
係　

に
改
め
る
。

　
　

災
害
河
川
第
二
課　
　
　
　

河
川
第
二
係
」

　
　
　

河
川
第
一
係

　
　
　

河
川
第
二
係

　
　

災
害
河
川
第
三
課
」

　
　

第
二
百
三
十
二
条
第
三
項
中
「
及
び
災
害
用
地
課
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
及
び
副
セ
ン
タ

ー
長
」
を
削
る
。

　
　

第
二
百
三
十
三
条
第
二
項
第
二
号
イ
中
「
ネ
ま
で
」
を
「
ツ
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
イ
中

「
ナ
か
ら
ム
」
を
「
ネ
か
ら
ラ
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
五
号
中
イ
及
び
ロ
を
削
り
、
同
号
ハ
中

「
災
害
河
川
第
一
課
」
を
「
災
害
河
川
課
」
に
改
め
、
同
号
ハ
⑴
中
「
事
務
の
う
ち
セ
ン
タ
ー
長
の

指
定
す
る
も
の
に
関
す
る
」
を
削
り
、
同
号
ハ
を
同
号
イ
と
し
、
同
号
中
ニ
及
び
ホ
を
削
り
、
へ
を

ロ
と
し
、
同
条
第
十
二
項
第
一
号
イ
中
「
、
タ
か
ら
ソ
ま
で
及
び
ネ
」
を
「
及
び
タ
か
ら
ツ
ま
で
」

に
改
め
る
。

　
　

第
二
百
六
十
条
の
二
第
二
項
中
「
又
は
企
画
主
査
」
を
「
、
主
幹
、
企
画
主
査
又
は
指
導
主
査
」

に
改
め
る
。

第
二
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

第
五
十
七
条
第
五
号
ロ
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
の
施

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
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九
十
一
号
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
四
年
法
律
第
五
十
五
号
）
附
則
第
二
条
に
定
め
る
経
過
措
置
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
」
に
改
め

、
同
条
第
六
号
ロ
中
「
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
」
を
「
宅
地
造
成
及
び

特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
、
宅
地
造
成
等
規
制
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
附
則
第
二
条
に
定
め
る
経
過
措
置
に
関
す
る
事
務
で
あ
つ
て
」
に
改
め
、
同
条
第
七
号
イ
中
「
盛

土
等
の
規
制
に
係
る
調
査
」
を
「
宅
地
造
成
及
び
特
定
盛
土
等
規
制
法
の
施
行
に
関
す
る
事
務
の
う

ち
、
基
礎
調
査
及
び
区
域
指
定
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
五

月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
二
号

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

目
次
中
「
第
七
十
七
条
の
三
」
を
「
第
七
十
七
条
の
二
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
ニ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
国
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
新
感
染
症
及
び
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ
一
類
感
染
症
及
び
一
類
感
染
症
の
患
者
と

み
な
し
て
同
項
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
ヱ
ま
で
に
お

い
て
同
じ
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ル
中
「
（
国
が
法
第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
感
染
症

及
び
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
そ
れ
ぞ
れ
一
類
感
染
症
及
び
一
類
感
染
症
の
患
者
と
み
な
し
て
同

項
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
行
う
も
の
を
含
む
。
以
下
コ
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。

）
」
を
削
り
、
同
号
ウ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
法
第
二
十
六
条
及
び
第
四
十
九
条
の
二
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
ヰ
及
び
ノ
中
「
こ
と
」
の
下
に
「
（
法
第
四
十
四
条
の
三

の
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
加
え
、
同
号
中
ハ
を
チ
と
し
、
ス
か
ら
ロ
ま

で
を
ホ
か
ら
ト
ま
で
と
し
、
ホ
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

イ　

法
第
四
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
感
染
症
に
か
か
つ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る

正
当
な
理
由
の
あ
る
者
若
し
く
は
そ
の
保
護
者
に
対
し
健
康
診
断
の
勧
告
を
し
、
又
は
同
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
職
員
に
健
康
診
断
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　

ロ　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
若
し
く
は
そ
の
保

護
者
に
対
し
入
院
の
勧
告
を
し
、
又
は
同
条
第
二
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
入

院
さ
せ
、
若
し
く
は
入
院
の
期
間
の
延
長
を
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

法
第
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
感
染
症
の
所
見
が
あ
る
者
を
当
該
者
が
入
院

し
て
い
る
病
院
又
は
診
療
所
以
外
の
病
院
又
は
診
療
所
に
入
院
さ
せ
る
こ
と
。

　
　

ニ　

法
第
五
十
条
の
二
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
感
染
症
に
か
か
つ
て
い
る
と

疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
に
対
し
、
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
報
告
を

求
め
、
又
は
当
該
感
染
症
の
感
染
の
防
止
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
三
項
第
四
号
セ
中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
五
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
五
項
」

に
改
め
、
同
号
中
セ
を
ス
と
し
、
同
号
モ
中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一

第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
中
モ
を
セ
と
し
、
同
号
ヒ
中
「
第
四
十
四
条
の
七
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四

条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ヒ
を
モ
と
し
、
同
号
ヱ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ヒ　

法
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
感

染
症
に
か
か
つ
て
い
る
と
疑
う
に
足
り
る
正
当
な
理
由
の
あ
る
者
若
し
く
は
当
該
感
染
症
の
患

者
に
対
し
、
体
温
そ
の
他
の
健
康
状
態
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
、
又
は
当
該
感
染
症
の
感
染
の

防
止
に
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
第
四
項
第
十
五
号
ハ
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
号
ニ
中
「
第
三
十
八
条
第
五
項
」
を
「
第
五
十
三
条
第
五
項
」
に
改
め
、
同
条
中
第
二
十
項
を
第
二

十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
九
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
中
福
岡
県
水
道
法
施
行
細
則
（
平
成
九
年
福
岡
県

規
則
第
六
十
六
号
）
を
「
施
行
細
則
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
リ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　

リ　

法
第
三
十
九
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
専
用
水
道
又
は
簡
易
専
用
水
道
の

設
置
者
か
ら
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
所
属
職
員
に
水
道
施
設
の
あ
る
場
所
等
に
立
ち
入
り
、
検

査
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
条
中
第
十
九
項
を
第
二
十
項
と
し
、
第
十
六
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
を
第
十
七
項
か
ら
第
十

九
項
ま
で
と
し
、
同
条
第
十
五
項
第
一
号
中
ウ
を
削
り
、
ヰ
を
ウ
と
し
、
ノ
か
ら
フ
ま
で
を
ヰ
か
ら
ケ

ま
で
と
し
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
中
第
十
四
項
を
第
十
五
項
と
し
、
第
十
三
項
を
第
十

'

'

'

'

'

'

''''
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四
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
児
童
家
庭
課
」
を
「
こ
ど
も
福
祉
課
」
に
改
め
、
第
三
号
を
削
り
、

第
四
号
を
第
三
号
と
し
、
第
五
号
を
第
四
号
と
し
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項

を
第
十
二
項
と
し
、
第
十
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11　

保
健
福
祉
環
境
事
務
所
長
等
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
福
祉
労
働
部
こ
ど
も
未
来
課
関
係
の
事
務

を
委
任
す
る
。

　

一　

母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
二
十
九
号
）
の
施
行
に
関
す

る
事
務

　
　
　

こ
の
号
中
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
三
十

　
　

二
号
）
を
「
施
行
規
則
」
、
福
岡
県
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
五
十

　
　

七
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
号
）
を
「
施
行
細
則
」
と
い
う
。

　
　

イ　

配
偶
者
の
な
い
者
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
者
及
び
寡
婦
に
対
し
、
相
談
に
応
じ
、
そ

の
自
立
に
必
要
な
情
報
提
供
及
び
指
導
並
び
に
職
業
能
力
の
向
上
及
び
求
職
活
動
に
関
す
る
支

援
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
。

　
　

ロ　

施
行
規
則
第
六
条
の
九
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
母
子
家
庭
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
自
立
支
援
教

育
訓
練
給
付
金
を
支
給
し
、
又
は
支
給
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
、
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

施
行
規
則
第
六
条
の
十
一
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
母
子
家
庭
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
及
び
父
子
家
庭
高
等
職
業

訓
練
促
進
給
付
金
を
支
給
し
、
又
は
支
給
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
、
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ニ　

施
行
規
則
第
六
条
の
十
四
第
一
項
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
学
証
明
書
の
提
出
又
は
出
席
状
況
の
報
告
を
求
め
る
こ

と
。

　
　

ホ　

施
行
規
則
第
六
条
の
十
四
第
二
項
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
児
童
扶
養
手
当
証
書
又
は
所
得
の
額
等
に
つ
い
て
の
市
町

村
長
の
証
明
書
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

施
行
規
則
第
六
条
の
十
五
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の
七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
施
行
規
則
第
六
条
の
十
一
第
一
項
（
施
行
規
則
第
六
条
の
十
七
の

七
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
支
給
決
定
を
取
り
消
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ

と
。

　
　

ト　

施
行
細
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
貸
付
け
を
行
つ
た
者
か
ら
、
住
所
等
の
変
更
届
等
を

受
領
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
三
条
の
二
第
二
号
ハ
中
「
第
四
項
」
を
「
第
五
項
」
に
改
め
、
同
号
中
ト
を
チ
と
し
、
ヘ
を

ト
と
し
、
ホ
を
ヘ
と
し
、
ニ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
必
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は
所
属
職
員
に
立
入
検

査
を
さ
せ
る
こ
と
。

　

第
二
十
四
条
中
「
児
童
家
庭
課
」
を
「
こ
ど
も
福
祉
課
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
条
第
二
項
中
「
の
各
号
」
を
削
り
、
第
二
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
第
二
号
を
第
三
号
と

し
、
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
号
中
「
法
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
す
る
事
務

　
　
　

こ
の
号
中
鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
「
施
行

規
則
」
と
い
う
。

　
　

イ　

法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鳥
獣
の
捕
獲
等
又
は
鳥
類
の
卵
の
採
取
等
の
許
可
の
う
ち
、

次
に
掲
げ
る
も
の
の
許
可
を
行
う
こ
と
。

　
　
　

⑴　

鳥
獣
の
管
理
の
目
的
（
生
態
系
に
係
る
被
害
の
防
止
の
目
的
を
除
く
。
）
で
狩
猟
鳥
獣
、

ア
オ
サ
ギ
、
ダ
イ
サ
ギ
、
コ
サ
ギ
、
ト
ビ
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
（
ド
バ
ト
）
、
タ
イ
ワ
ン
シ
ロ
ガ

シ
ラ
、
ウ
ソ
、
オ
ナ
ガ
、
ニ
ホ
ン
ザ
ル
、
マ
ン
グ
ー
ス
若
し
く
は
ノ
ヤ
ギ
及
び
狩
猟
鳥
獣
で

あ
る
鳥
類
の
ひ
な
の
捕
獲
等
又
は
カ
ル
ガ
モ
、
キ
ジ
バ
ト
、
カ
ワ
ラ
バ
ト
（
ド
バ
ト
）
、
ス

ズ
メ
、
ハ
シ
ボ
ソ
ガ
ラ
ス
若
し
く
は
ハ
シ
ブ
ト
ガ
ラ
ス
の
卵
の
採
取
等
を
行
う
場
合
又
は
飛

行
場
の
区
域
内
に
お
い
て
航
空
機
の
安
全
な
航
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
鳥
獣
の

捕
獲
等
を
行
う
場
合
で
、
そ
の
区
域
が
二
以
上
の
市
町
村
に
わ
た
る
も
の
。

　
　
　

⑵　

鳥
獣
の
管
理
の
目
的
で
チ
ュ
ウ
サ
ギ
の
捕
獲
等
を
行
う
こ
と
。

　
　
　

⑶　

第
二
種
特
定
鳥
獣
管
理
計
画
に
定
め
る
特
定
鳥
獣
の
数
の
調
整
の
目
的
で
、
特
定
鳥
獣
の

捕
獲
等
又
は
卵
の
採
取
等
を
行
う
こ
と
。

　
　

ロ　

法
第
九
条
第
七
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
及
び
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す

る
許
可
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
を
交
付
す
る
こ
と
。

　
　

ハ　

法
第
九
条
第
九
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
又
は
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
を
再
交
付
す
る
こ
と
。
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ニ　

法
第
九
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
又
は
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に

係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　
　

ホ　

法
第
九
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条
第
一
項
の
許
可
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
限

る
。
）
を
受
け
た
者
か
ら
捕
獲
等
又
は
採
取
等
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　
　

ヘ　

法
第
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領

す
る
こ
と
。

　
　

ト　

法
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

　
　

チ　

法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　
　

リ　

法
第
六
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る

も
の
を
除
く
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

ヌ　

法
第
六
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他
県
か
ら

の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
を
再
交
付
す
る
こ
と
。

　
　

ル　

法
第
六
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

の
抹
消
を
行
う
こ
と
。

　
　

ヲ　

法
第
六
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
の
取
消
し
等
を
行
う
こ
と
。

　
　

ワ　

法
第
六
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他
県
か
ら
の
入
猟

者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
返
納
を
受
け
る
こ
と
。

　
　

カ　

法
第
六
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
（
他
県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除

く
。
）
を
受
け
た
者
か
ら
狩
猟
の
結
果
の
報
告
を
受
け
る
こ
と
。

　
　

ヨ　

法
第
七
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
市
町
村
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
（
イ

に
規
定
す
る
許
可
に
限
る
。
）
。

　
　

タ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

レ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
記
載
事
項
の
変
更
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

ソ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る
も

の
に
限
る
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

ツ　

施
行
規
則
第
七
条
第
十
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
従
事
者
証
（
イ
に
規
定
す
る
許
可
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

ネ　

施
行
規
則
第
四
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
住
所
変
更
等
の
届
出
を
受
け
た
と
き
、
当
該
届

出
者
の
旧
住
所
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ナ　

施
行
規
則
第
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
免
状
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　
　

ラ　

施
行
規
則
第
六
十
五
条
第
十
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
狩
猟
者
登
録
証
又
は
狩
猟
者
記
章
（
他

県
か
ら
の
入
猟
者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
亡
失
の
届
出
を
受
領
す
る
こ
と
。

　

第
七
十
条
第
十
項
第
一
号
中
「
こ
の
号
中
建
設
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四

号
）
を
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
り
、
ト
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
、
福
岡
県
宅
地
建
物
取

引
業
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
を
「
施
行
細
則
」
」
を
削
り
、
ル
を
削

り
、
同
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰

り
上
げ
る
。

　

別
図
三
そ
の
一
、
別
図
三
そ
の
二
及
び
別
図
四
中
「第

77条
の
３

」
を
「第

77条
の
２

」
に
改
め
る

。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
三
号

　
　
　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
職
員
の
職
の
設
置
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
福
岡
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
九
号
の
二
中
「
（
企
画
広
報
）
」
及
び
「
（
企
画
広
報
監
に
あ
つ
て
は
、

広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
」
を
削
り
、
同
表
第
九
号
の
四
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。９

の
４
の
２
広
報

監

上
司
の
命
を
受
け
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
す
る
。
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別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
十
四
号
下
欄
中
「
（
企
画
広
報
）
」
を
削
り
、
同
号
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

14
の
２
広
報
主
幹

上
司
の
命
を
受
け
、
広
報
及
び
広
聴
に
関
す
る
事
務
に
関
し
、
当
該
課
（
室
）
の

長
、
副
課
（
室
）
長
又
は
広
報
監
等
を
補
佐
す
る
。

14
の
３
主　
　

幹

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
課
（
室
）
の
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た

知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
活
か
し
、
当
該
課
（
室
）
の
長
、
副
課
（
室
）
長
又
は

企
画
監
等
を
補
佐
す
る
。

　

別
表
の
一　

本
庁
の
表
第
十
八
号
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

18
の
２
指
導
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び

経
験
を
活
か
し
職
員
を
指
導
す
る
。

　

別
表
の
二　

出
先
機
関
の
表
第
三
十
号
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

30
の
３
主　
　

幹

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び

経
験
を
活
か
し
、
所
長
、
副
所
長
又
は
課
長
等
を
補
佐
す
る
。

30
の
４
指
導
主
査

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
出
先
機
関
又
は
そ
の
内
部
組
織
で
あ
る
課
等
の
事
務
を

処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を
活
か
し
職
員
を
指
導

す
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
土
地
開
発
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
四
号

福
岡
県
土
地
開
発
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
土
地
開
発
基
金
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
第
七
条
」
を
「
第
八
条
」
に
改
め
る
。　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
五
号

福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号

。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）
及
び
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四

年
福
岡
県
条
例
第
四
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
知
事
が
保
有
す
る
個
人

情
報
の
保
護
等
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
規
則
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
及
び
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
）

第
三
条　

法
第
七
十
五
条
第
一
項
の
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
は
、
様
式
第
一
号
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
）

第
四
条　

条
例
第
四
条
第
一
項
の
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
様
式
第
二
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。
２　

条
例
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
実
施
機
関
が
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る

。

　

一　

法
第
六
十
条
第
二
項
第
一
号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
又
は
同
項
第
二
号
に
係
る
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
の
別

　

二　

保
有
個
人
情
報
の
記
録
項
目

　

三　

保
有
個
人
情
報
に
含
ま
れ
る
要
配
慮
個
人
情
報
の
記
録
項
目

四　

保
有
個
人
情
報
に
特
定
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

五　

保
有
個
人
情
報
の
収
集
先

六　

保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
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３　

前
二
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
務
に
は
、
適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
当
該
事
務
に
係
る
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿
は
、
様
式
第
三
号
に
よ
る
も
の
と
す
る

。

　

一　

法
人
又
は
事
業
を
営
む
個
人
か
ら
の
申
請
（
行
政
手
続
法
（
平
成
五
年
法
律
第
八
十
八
号
）
第

二
条
第
三
号
に
規
定
す
る
申
請
を
い
う
。
）
又
は
届
出
（
同
条
第
七
号
に
規
定
す
る
届
出
を
い
う

。
）
の
内
容
に
関
す
る
事
項
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
す
る
事
務

　

二　

前
号
に
準
ず
る
事
務
で
あ
っ
て
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

　

（
開
示
請
求
書
）

第
五
条　

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
開
示
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
書
（
様
式
第
四
号
）

に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２　

条
例
第
五
条
の
実
施
機
関
が
定
め
る
事
項
は
、
書
類
の
送
付
先
が
請
求
者
の
住
所
又
は
居
所
と
異

な
る
場
合
に
お
け
る
送
付
先
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
郵
送
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
場
合
に
お
け
る

請
求
者
の
本
人
確
認
に
必
要
な
書
類
の
別
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
通
知
書
等
）

第
六
条　

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

一　

保
有
個
人
情
報
の
全
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定　

保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式
第

五
号
）

　

二　

保
有
個
人
情
報
の
一
部
を
開
示
す
る
旨
の
決
定　

保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第
六
号
）

２　

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
不
開
示
決
定
通
知
書
（
様
式
第
七
号
）
に
よ

り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書
）

第
七
条　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書
（
様
式
第

八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
）

第
八
条　

条
例
第
七
条
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
（
様
式
第
九

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
開
示
請
求
事
案
移
送
書
等
）

第
九
条　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
対
す
る
事
案
の
移
送
は
、

保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
書
（
様
式
第
十
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
請
求
事
案
移
送
通
知
書
（
様
式
第
十
一

号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等
の
通
知
）

第
十
条　

法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
通
知
を
書
面
で
行
う
と
き
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係

る
意
見
照
会
書
（
様
式
第
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
八
十
六
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
請
求
に
係
る
意
見
照
会
書
（
様
式
第

十
三
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３　

法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
通
知
は
、
反
対
意
見
書
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
決
定
通
知
書
（

様
式
第
十
四
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
電
磁
的
記
録
の
開
示
方
法
）

第
十
一
条　

法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
行
政
機
関
等
が
定
め
る
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
電
磁
的

記
録
の
種
別
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
と
す
る
。

　

一　

録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク　

次
に
掲
げ
る
方
法

　
　

イ　

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
聴
取

　
　

ロ　

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
を
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録

媒
体
に
複
写
し
た
も
の
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
聴
取
（
イ
に
定
め
る
方
法
に
支

障
が
あ
る
場
合
で
、
当
該
複
写
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。
）

　
　

ハ　

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
を
録
音
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

　
　

ニ　

当
該
録
音
テ
ー
プ
又
は
録
音
デ
ィ
ス
ク
を
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録

媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
（
ハ
に
定
め
る
方
法
に
支
障
が
あ
る
場
合
で
、
当
該
複
写
を
容

易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。
）

　

二　

ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク　

次
に
掲
げ
る
方
法

　
　

イ　

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴

　
　

ロ　

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
を
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ

－

Ｒ
そ
の
他
の
電
磁
的

記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
視
聴
（
イ
に
定
め
る
方
法

に
支
障
が
あ
る
場
合
で
、
当
該
複
写
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。
）

　
　

ハ　

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
を
ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
複
写
し
た
も
の
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の
交
付

　
　

ニ　

当
該
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
又
は
ビ
デ
オ
デ
ィ
ス
ク
を
Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ

－

Ｒ
そ
の
他
の
電
磁
的

記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付
（
ハ
に
定
め
る
方
法
に
支
障
が
あ
る
場
合
で
、
当
該
複
写

を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
限
る
。
）

　

三　

そ
の
他
の
電
磁
的
記
録　

次
に
掲
げ
る
方
法
で
あ
っ
て
、
知
事
が
そ
の
保
有
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム

（
電
子
計
算
機
に
対
す
る
指
令
で
あ
っ
て
、
一
の
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
組
み
合
わ

さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
）
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
　

イ　

当
該
電
磁
的
記
録
を
日
本
産
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の

閲
覧
又
は
交
付

　
　

ロ　

当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴
（
当
該
閲
覧
又
は

視
聴
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

　
　

ハ　

当
該
電
磁
的
記
録
を
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
―
Ｒ
そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も

の
の
交
付
（
当
該
複
写
し
た
も
の
の
交
付
を
容
易
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。
）

　

（
開
示
実
施
方
法
等
申
出
書
）

第
十
二
条　

法
第
八
十
七
条
第
三
項
の
申
出
は
、
保
有
個
人
情
報
の
開
示
実
施
方
法
等
申
出
書
（
様
式

第
十
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
）

第
十
三
条　

知
事
は
、
保
有
個
人
情
報
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取
を
す
る
者
が
、
当
該
保
有
個
人
情
報

が
記
録
さ
れ
た
法
第
六
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
方
公
共
団
体
等
行
政
文
書
（
以
下
「
公
文
書
」

と
い
う
。
）
を
改
ざ
ん
し
、
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公

文
書
の
閲
覧
、
視
聴
又
は
聴
取
の
中
止
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

保
有
個
人
情
報
の
写
し
の
交
付
の
部
数
は
、
請
求
一
件
に
つ
き
一
部
と
す
る
。

　

（
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
等
）

第
十
四
条　

条
例
第
八
条
の
写
し
の
交
付
に
要
す
る
費
用
は
、
別
表
に
定
め
る
額
と
す
る
。

２　

保
有
個
人
情
報
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
者
は
、
前
項
の
費
用
を
前
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３　

政
令
第
二
十
八
条
第
四
項
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
郵
便
切
手
で
納
付
す
る
方
法
と
す
る
。

４　

保
有
個
人
情
報
の
写
し
の
送
付
を
受
け
る
者
は
、
第
一
項
の
費
用
及
び
前
項
の
郵
便
切
手
を
前
納

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
訂
正
請
求
書
）

第
十
五
条　

法
第
九
十
一
条
第
一
項
の
訂
正
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
書
（
様
式
第
十
六

号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
通
知
書
等
）

第
十
六
条　

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
通
知
書
（
様
式
第
十
七
号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
不
訂
正
決
定
通
知
書
（
様
式
第
十
八
号
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書
）

第
十
七
条　

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書
（
様

式
第
十
九
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
）

第
十
八
条　

法
第
九
十
五
条
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
（
様
式

第
二
十
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
等
）

第
十
九
条　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
他
の
行
政
機
関
の
長
等
に
対
す
る
事
案
の
移
送
は

、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
書
（
様
式
第
二
十
一
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
請
求
事
案
移
送
通
知
書
（
様
式
第

二
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
訂
正
実
施
通
知
書
）

第
二
十
条　

法
第
九
十
七
条
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
訂
正
実
施
通
知
書
（
様
式
第
二
十
三
号
）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
請
求
書
）

第
二
十
一
条　

法
第
九
十
九
条
第
一
項
の
利
用
停
止
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
請
求
書
（

様
式
第
二
十
四
号
）
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
決
定
通
知
書
等
）

第
二
十
二
条　

法
第
百
一
条
第
一
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
通
知
書
（
様
式
第

二
十
五
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

法
第
百
一
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
不
停
止
決
定
通
知
書
（
様
式
第
二
十
六
号

）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
利
用
停
止
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書
）

第
二
十
三
条　

法
第
百
二
条
第
二
項
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
限
延
長
通
知
書

（
様
式
第
二
十
七
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
利
用
停
止
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
）

第
二
十
四
条　

法
第
百
三
条
の
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
利
用
停
止
決
定
等
期
限
特
例
延
長
通
知
書
（

様
式
第
二
十
八
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
任
意
代
理
に
お
け
る
委
任
状
）

第
二
十
五
条　

本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
請
求
を
す
る
場
合
に
お
け
る
政
令

第
二
十
二
条
第
三
項
（
政
令
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
委
任
状
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　

一　

法
第
七
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
開
示
請
求　

委
任
状
（
保
有
個
人
情
報
に
係
る
開
示
請

求
用
）
（
様
式
第
二
十
九
号
）

　

二　

法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
請
求　

委
任
状
（
保
有
個
人
情
報
に
係
る
訂
正
請
求

用
）
（
様
式
第
三
十
号
）

　

三　

法
第
九
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
請
求　

委
任
状
（
保
有
個
人
情
報
に
係
る
利

用
停
止
請
求
用
）
（
様
式
第
三
十
一
号
）

　

（
審
議
会
諮
問
通
知
書
）

第
二
十
六
条　

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有

個
人
情
報
に
係
る
審
議
会
諮
問
通
知
書
（
様
式
第
三
十
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

（
法
の
施
行
状
況
の
公
表
）

第
二
十
七
条　

条
例
第
二
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
法
の
施
行
状
況
の
公
表
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利

用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

２　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
福
岡
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十

　

七
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
は
廃
止
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

３　

条
例
附
則
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
及
び
利
用
停
止
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
（
第
十
四
条
関
係
）

区
分

交
付
す
る
写
し

金
額

一　

文
書
、
図
面

又
は
写
真

イ　

複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
（
単
色
刷
り
）

一
枚
に
つ
き　

十
円

ロ　

複
写
機
に
よ
り
複
写
し
た
も
の
（
多
色
刷
り
）

一
枚
に
つ
き　

三
十

円

二　

マ
イ
ク
ロ
フ

ィ
ル
ム

用
紙
に
印
刷
し
た
も
の

用
紙
一
枚
に
つ
き

十
円

三　

録
音
テ
ー
プ

又
は
録
音
デ
ィ

ス
ク

録
音
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
複
写
し
た
も
の

一
巻
に
つ
き　

百
二

十
円

四　

ビ
デ
オ
テ
ー

プ
又
は
ビ
デ
オ

デ
ィ
ス
ク

ビ
デ
オ
カ
セ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
複
写
し
た
も
の

一
巻
に
つ
き　

百
七

十
円

五　

電
磁
的
記
録

イ　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
単
色
刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き　

十
円

ロ　

用
紙
に
出
力
し
た
も
の
（
多
色
刷
り
）

用
紙
一
枚
に
つ
き

三
十
円

ハ　

Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
に
複
写
し
た
も
の

一
枚
に
つ
き　

八
十

円

ニ　

Ｄ
Ｖ
Ｄ

－

Ｒ
に
複
写
し
た
も
の

一
枚
に
つ
き　

百
円

ホ　

そ
の
他
の
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
た
も
の

当
該
写
し
の
作
成
に

要
す
る
費
用
に
相
当

す
る
額

六　

そ
の
他
の
公

文
書

当
該
公
文
書
の
性
質
に
応
じ
作
成
し
た
写
し

当
該
写
し
の
作
成
に

要
す
る
費
用
に
相
当

す
る
額

備
考　

一
の
項
、
二
の
項
又
は
五
の
項
イ
若
し
く
は
ロ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
日
本
産
業
規
格
Ａ
列

三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。
ま
た
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き

は
、
片
面
を
一
枚
と
し
て
算
定
す
る
。
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様式第１号（第３条関係） 
 

個人情報ファイル簿 
個人情報ファイルの名

称  

行政機関等の名称 福岡県知事 

事務担当課等 
部・局・所    課・室 

電話番号（   ）  ―     内線（    ） 

個人情報ファイルの利

用目的  

記録項目  

記録範囲  

記録情報の収集方法  

要配慮個人情報の有無 □ 含む    □ 含まない 
条例要配慮個人情報の

有無 □ 含む    □ 含まない 

記録情報の経常的提供

先 

□ 有     □ 無 
 

開示請求等を受理する

組織の名称及び所在地 

名 称 福岡県     部・局・所     課・室 

所在地  

訂正及び利用停止に関

する他の法令の規定に

よる特別の手続等 

□ 有     □ 無 
 

個人情報ファイルの種

別 

□ 法第 60 条第 2 項第 1 号 

（電算処理ファイル） 
□ 法第 60 条第 2 項第 2 号 

（マニュアル処理ファイル） 
 
 

政令第 21 条第 7項に該当するファイル  
□ 有   □ 無 
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行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 

□ 該当 □ 非該当 

□ 法第６０条第３項第２号非該当 
□ 法第６０条第３項第３号非該当 
 

 

※ 以下、該当の場合のみ記載 

 

行政機関等匿名加工

情報の提案を受ける

組織の名称及び所在

地 

名 称 福岡県     部・局・所     課・室 

所在地  

行政機関等匿名加工

情報の概要  

作成された行政機関

等匿名加工情報に関

する提案を受ける組

織の名称及び所在地 

名 称 福岡県     部・局・所     課・室 

所在地  

作成された行政機関

等匿名加工情報に関

する提案をすること

ができる期間 

 

備考  
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□ □

（本人に係る事項）

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ ]

（提出書類）

□ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □

□ ]

□ □

□ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

　含まない

　含まない

　犯罪により害を
　被った事実

　心身の機能の障がい 健康診断等の結果
　医師等による指導・診療
　・調剤に関する情報

　少年の保護事件に
　関する手続の事実

保有個人情報の収集先・提供先

　社会的身分

　含む

保有個人情報の記録項目等

　刑事事件に関する
　手続の事実

　病歴

　含まない要配慮個人情報の有無 　含む

　含む

　その他 [

　その他 [

　診断書等　源泉徴収票

　パスポート

　役職（地位）

　住所

　資格

　個人識別符号

　本籍・国籍

　メールアドレス

　戸籍謄本
　マイナンバー
  カード

　犯罪の経歴

　運転免許証

個人情報取扱事務登録簿

保有開始（予定）年月日

個人情報取扱事務を所管する組織の名称

個人情報取扱事務の名称

個人情報取扱事務の目的

個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲

個人情報ファイルの種別

事務番号

法第60条第2項第1号（電算処理ファイル） 法第60条第2項第2号（マニュアル処理ファイル）

変更（予定）年月日

様式第２号（第４条関係）

本人への提供

提供

特定個人情報の有無

　家族構成等 　勤務先・通学先等 　職歴・学歴

　氏名 　性別 　生年月日・年齢 　電話番号

　健康保険証 証明写真　　

　納税証明書等

　住民票

　通帳

　その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　所管課室・出先機関経由

　業務委託先経由

　本人へ直接提供

　その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　所管課室・出先機関経由

　業務委託先経由

備　　　　考

収集

要配慮個人情報の記録項目

条例要配慮個人情報の有無

　資格・免許
　その他証書

　手帳・受給者証等

　人種 　信条

　本人の属する機関等

　他の実施機関

　その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　国、他の地方自治体等

　本人以外から収集

　本人以外への提供

　他の実施機関への提供

　国、他の地方自治体等への提供

　ホームページ等による公表

　その他 [　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

　本人から収集

　本人から直接収集
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事務番号

□ 含む □ 含まない □ 含む □ 含まない

個人情報取扱事務登録簿

保有開始（予定）年月日 変更（予定）年月日

様式第３号（第４条関係）

個人情報取扱事務を所管する組織の名称

個人情報取扱事務の名称

個人情報取扱事務の目的

要配慮個人情報の有無 条例要配慮個人情報の有無

個人情報取扱事務の対象となる個人の範囲
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様式第４号（第５条関係） 
（表）  

保有個人情報開示請求書 
 

福岡県知事 殿 
年  月  日 

 
郵便番号        

（請求者）住所又は居所                      
     フリガナ                        

            氏  名                        
            電話番号（     ）      ―          
 
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の開示を請求します。 
請求する保有個人情報の

内容 
  請求する保有個人情報の内 

容が特定できるよう、開示 
請求に係る保有個人情報が 
記録されている公文書の名 
称、内容等をできるだけ具 
体的に記載してください。 

 

求める開示の実施方法 □閲覧  □視聴取  □写しの交付（ □郵送希望 ） 

代理人が

請求する

場合にお

ける本人

の氏名等 

フリガナ 
氏 名 

 
 

住所又は居所  

電話番号 （任意代理人の場合） 

代理人の種別 

□ 法定代理人 
□ 未成年者（    年  月  日生） 

  □ 成年被後見人 
□ 任意代理人 

備考  

注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 
  ２ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要な書類（運転免

許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等）の提示又は提出が必要です。 
  ３ 法定代理人による請求の場合は、２の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する書類の提示又は

提出が必要です。 
  ４ 任意代理人による請求の場合は、２の書類のほか委任状等その資格を証明する書類の提出が必要

です。 
  ５ ３及び４の書類は、開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 
  ６ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行う場合がありま

すので、本人の電話番号を必ず記載してください。 
  ７ 開示請求をした代理人が当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失

したときは、直ちに書面でその旨を届け出てください（当該届出があった段階で、取下げがあった

ものとみなします。）。 
  ８ 開示の希望日については、備考欄を活用ください。 

  ９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 
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（裏） 
書類の送付先（請求者欄の住所又は居所と異なる場合のみ記載） 
郵便番号            
送付先                           
電話番号（      ）       ―          

書類の送付先が請求者欄の住所又は居所と異なる場合は、その理由を記入し、当該理

由を証明する書類（例えば入院先の病院長の証明等）を提示又は提出してください。 
（理由） 

 

【郵送により開示請求を行う場合】 

 郵送により開示請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提出す

る書類にレ印を付けてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開示請

求担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の(1)及び(2)

の書類を提出してください。 
 （1）次のいずれかの書類の写し 
  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

  □その他確認書類（                    ） 

  （2）住民票の写し（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人番号

の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 
３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（開示請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか②委任者の運転免許証等本人に対し、一に限り発行される書類の写しを併せて

提出してください。 

 
※ 事務担当課等記入欄 
事務担当課等 部・局・所      課・室      係 

請求者本人確認欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 
□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 
□その他（               ） 

□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 □戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 
□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備考  
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様式第５号（第６条関係） 
 

保有個人情報開示決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第１項の規定により、次のとおり

全部を開示することを決定したので通知します。 

開示請求に係る保有

個人情報の内容 

 

開示する個人情報の

利用目的 

 

請求者の求める実施

方法等による開示の

可否等 

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができます。 

 

方法 □閲覧 □視聴取 □写しの交付（ □郵送 ） 

日時 年  月  日      時   分 

場所  

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができません（実施

方法等の求めがありません。）。 

  開示の実施の方法については、下記のとおり対応できま

す。同封の保有個人情報開示実施申出書に必要事項を記載し

て事務担当課等に提出してください。 

 
方法 

① 窓口における閲覧、視聴取又は写しの交付 

② 郵送による写しの交付 

日時 
 年 月 日から 年 月 日まで 

 時 分から 時 分まで（閉庁日を除く） 

場所  

郵送による開示の場

合の費用等 
① 郵送に要する費用：  円（郵便切手により納付） 

② 郵送に要する日数：  日 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）  ―     内線（    ） 

備考 
 

注 １ 開示を受ける際には、①この通知書と②開示請求をした本人であることを証明するた
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めに必要な書類を係員に提示してください。 
  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等

まで連絡してください。 
 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。  
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様式第６号（第６条関係） 
 

保有個人情報部分開示決定通知書 

  
第     号 
年  月  日 

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第１項の規定により、次のとおり

一部を開示することを決定したので通知します。 

開示請求に係る保有

個人情報の内容 

 

開示する個人情報の

利用目的 

 

開示しない部分及び

理由 

個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第  号に該当 

該当号        説     明 
  

請求者の求める実施

方法等による開示の

可否等 

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができます。 

 

方法 □閲覧 □視聴取 □写しの交付（ □郵送 ） 

日時 年  月  日      時   分 

場所  

□ 請求者の求める実施方法等による開示ができません（実施

方法等の求めがありません。）。 

  開示の実施の方法については、下記のとおり対応できま

す。同封の保有個人情報開示実施申出書に必要事項を記載し

て事務担当課等に提出してください。 

 
方法 

① 窓口における閲覧、視聴取又は写しの交付 

② 郵送による写しの交付 

日時 
 年 月 日から 年 月 日まで 

 時 分から 時 分まで（閉庁日を除く） 

場所  

郵送による開示の場

合の費用等 
① 郵送に要する費用：  円（郵便切手により納付） 

② 郵送に要する日数：  日 
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事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
注 １ 開示を受ける際には、①この通知書と②開示請求をした本人であることを証明するた

めに必要な書類を係員に提示してください。 
  ２ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめその旨を電話等により事務担当課等

まで連絡してください。 
 
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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様式第７号（第６条関係） 
 

保有個人情報不開示決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
     年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８２条第２項の規定により、次のとおり

全部を開示しないことを決定したので通知します。 

開示請求に係る保有

個人情報の内容 

 

開示しない理由 

個人情報の保護に関する法律第７８条第１項第  号に該当 

該当号 説      明 
  

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの

訴えを提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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様式第８号（第７条関係） 
 

保有個人情報開示決定等期限延長通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、福岡県個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年福岡県条例第４３号）第６条第２項の規定に

より、次のとおり開示決定等の期限を延長したので通知します。 

開示請求に係る保有

個人情報の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

延長後の決定期限 年   月   日 

延長の理由 

 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
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様式第９号（第８条関係） 
 

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで開示請求のあった保有個人情報については、福岡県個人

情報の保護に関する法律施行条例（令和４年福岡県条例第４３号）第７条の規定により、

次のとおり開示決定等の期限を延長したので通知します。 

開示請求に係る保有個人情報

の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

開示請求に係る保有個人情報

のうちの相当の部分について

開示決定等をする期限 
年   月   日  

残りの保有個人情報について

開示決定等をする期限       年   月   日 

福岡県個人情報の保護に関す

る法律施行条例第７条を適用

する理由 

 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
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様式第１０号（第９条関係） 
 

保有個人情報開示請求事案移送書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            殿 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８５条第１項の規定によ

り、次のとおり移送します。 

開示請求に係る保有個人

情報の内容 

 

開示請求者氏名等 

 
氏 名： 
住所又は居所： 
連絡先： 
 
法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 
本人の状況 □未成年（  年  月  日生） 
      □成年被後見人 
      □任意代理人委任者 
 
本人の氏名                 
本人の住所又は居所             

添付資料等  

備考  

注 開示請求書の写し、移送までの経緯の概要等参考になる資料を添付し、併せて添付資料欄

に記載すること。  
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様式第１１号（第９条関係） 
 

保有個人情報開示請求事案移送通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の開示請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８５条第１項の規定によ

り、次のとおり移送したので通知します。 
 なお、保有個人情報の開示決定等は、下記の移送先の行政機関等において行われます。 

開示請求に係る保有個人

情報の内容 

 

移送をした日 年    月    日 

移送の理由 
 

移送先の行政機関の長等 

行政機関の長等 
 

部局課室名等 
 

所在地 
 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

移送元の事務担当課等 
部・局・所    課・室     係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  



令和５年３月31日　金曜日35 第385号 増刊②

様式第１２号（第１０条関係） 
 

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
あなた（貴団体等）に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定による開示請求があり、

当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第８６条第１項の

規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 
つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、別紙「保

有個人情報の開示決定等に係る意見書」を御提出していただきますようお願いいたします。 
なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

開示請求に係る保有個人情報

に含まれているあなた（貴団

体等）に関する情報の内容 

 

開示請求の年月日 年   月   日 

意見書の提出先  
（事務担当課等） 

所在地（〒       ） 
 
名 称            部・局・所 
          課・室      係 
電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

意見書の提出期限 年     月     日 

備考  
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別 紙 
 

保有個人情報の開示決定等に係る意見書  
  

年  月  日  
 

 福岡県知事 殿 
 

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所の所在地） 
            （〒       ） 
      

氏名又は名称（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者の氏名） 
 

            電話番号（   ）   ― 
            連絡先又は連絡担当者 
 
 
    年  月  日付け    第   号で照会のあった保有個人情報の開示につ

いて、次のとおり意見を提出します。 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている私

（当団体等）に関する情

報の内容 

 

開示に関しての意見 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

 

(1) 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

(2) 支障（不利益）の具体的理由 

 

注 １ 本意見書の内容確認等を行う場合がありますので、電話番号欄には、確実に連絡が取れる番号を

記載してください。 
  ２ 開示に関しての意見欄には、保有個人情報を開示されることについて「支障がない」場合、「支

障がある」場合のいずれかに該当する□にレ印を付けてください。また、「支障がある」を選択さ

れた場合には、(1)支障（不利益）がある部分、(2)支障（不利益）の具体的理由について記載して

ください。 
  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 
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様式第１３号（第１０条関係） 
 

保有個人情報の開示請求に係る意見照会書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
あなた（貴団体等）に関する情報が含まれている保有個人情報について、個人情報の保

護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第７７条第１項の規定による開示請求があり、

当該保有個人情報について開示決定等を行う際の参考とするため、同法第８６条第２項の

規定に基づき、御意見を伺うこととしました。 
つきましては、当該保有個人情報を開示することにつき御意見があるときは、別紙「保

有個人情報の開示決定等に係る意見書」を御提出していただきますようお願いいたします。 
なお、提出期限までに意見書の提出がない場合には、特に御意見がないものとして取り

扱わせていただきます。 

開示請求に係る保有個人情報

に含まれているあなた（貴団

体等）に関する情報の内容 

 

開示請求の年月日 年   月   日 

法第８６条第２項第１号又は

第２号の規定の適用区分及び

その理由 

 
・適用区分  □第１号  □第２号 
・適用理由 

意見書の提出先  
（事務担当課等） 

所在地（〒       ） 
 
名 称            部・局・所 
          課・室      係 
電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

意見書の提出期限 年     月     日 

備考  
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別 紙 
 

保有個人情報の開示決定等に係る意見書  
  

年  月  日  
 

 福岡県知事 殿 
 

住所又は居所（法人その他の団体にあっては、事務所の所在地） 
            （〒       ） 
      

氏名又は名称（法人その他の団体にあっては、その団体の代表者の氏名） 
 

            電話番号（   ）   ― 
            連絡先又は連絡担当者 
 
 
    年  月  日付け    第   号で照会のあった保有個人情報の開示につ

いて、次のとおり意見を提出します。 

開示請求に係る保有個人

情報に含まれている私

（当団体等）に関する情

報の内容 

 

開示に関しての意見 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がない。 

 

□ 保有個人情報を開示されることについて支障がある。 

 

(1) 支障（不利益）がある部分 

 

 

 

(2) 支障（不利益）の具体的理由 

 

注 １ 本意見書の内容確認等を行う場合がありますので、電話番号欄には、確実に連絡が取れる番号を

記載してください。 
  ２ 開示に関しての意見欄には、保有個人情報を開示されることについて「支障がない」場合、「支

障がある」場合のいずれかに該当する□にレ印を付けてください。また、「支障がある」を選択さ

れた場合には、(1)支障（不利益）がある部分、(2)支障（不利益）の具体的理由について記載して

ください。 
  ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 
 
  



令和５年３月31日　金曜日39 第385号 増刊②

様式第１４号（第１０条関係） 
 

反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
    年  月  日付けであなた（貴団体等）から「保有個人情報の開示決定等に係

る意見書」の提出がありました保有個人情報については、次のとおり開示することを決定

しましたので、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８６条第３項

の規定により通知します。 

開示決定した保有個人情報

に含まれているあなた（貴

団体等）に関する情報の内

容 

 

開示決定をした理由 

 

開示決定をした日       年   月   日 

開示を実施する日       年   月   日 

事 務 担 当 課 等  
部・局・所    課・室    係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの

訴えを提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 



令和５年３月31日　金曜日 40第385号 増刊②

様式第１５号（第１２条関係） 
 

保有個人情報の開示実施方法等申出書 

  
年  月  日  

 
 福岡県知事 殿 
 

郵便番号        
（請求者）住所又は居所                      
     フリガナ                        

            氏  名                        
            電話番号（     ）      ―          
 
 個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第８７条第３項の規定により

申し出ます。 
保有個人情報（部

分）開示決定通知

書の文書番号及び

日付 

文書番号  

日 付       年   月   日 

求める開示の実施

方法等 

□ 閲覧 
□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

□ 視聴取 
□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

□ 写しの交付 

（□ 郵送希望） 

□ 全部 

□ 一部 

（                  ） 

開示の実施を希望

する日 年   月   日 午前・午後

注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 
  ２ 保有個人情報の一部のみの開示の実施を求める場合又は保有個人情報について部分ごとに異な

る方法による開示の実施を求める場合は、一部の□にレ印を付けた上で、その内容を記載してくだ

さい。 
  ３ この申出は、正当な理由がある場合を除き、個人情報の保護に関する法律第８２条第１項に規定

する通知があった日から３０日以内に行う必要があります。 
  ４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 



令和５年３月31日　金曜日41 第385号 増刊②

様式第１６号（第１５条関係） 
（表）  

保有個人情報訂正請求書 
 

福岡県知事 殿 
年  月  日  

郵便番号        
（請求者）住所又は居所                      
     フリガナ                        

            氏  名                        
            電話番号（     ）      ―          
 
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９１条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の訂正を請求します。 

開示を受けた年月日 年    月    日 

開示決定通知書の文書番

号及び決定日 
文 書 番 号： 
開示決定日： 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 
 

訂正請求の趣旨及び理由 
 

代理人が請

求する場合

における本

人の氏名等 

フリガナ 
氏 名 

 
 

住所又は居

所  

電話番号 （任意代理人の場合） 

代理人の種

別 

□法定代理人 
□未成年者（    年  月  日生） 

 □成年被後見人 
□任意代理人 

備考  
注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 
  ２ 必要に応じて訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出してく

ださい。 
  ３ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要な書類（運転免

許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等）の提示又は提出が必要です。 
  ４ 法定代理人による請求の場合は、３の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する書類の提示又は

提出が必要です。 
  ５ 任意代理人による請求の場合は、３の書類のほか委任状等その資格を証明する書類の提出が必要

です。 
  ６ ４及び５の書類は、訂正請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 
  ７ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行う場合がありま

すので、本人の電話番号を必ず記載してください。 
  ８ 個人情報の保護に関する法律第９０条第３項の規定により、訂正請求は、開示を受けた日から９

０日を経過するとできなくなります。 

  ９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 
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（裏） 
書類の送付先（請求者欄の住所又は居所と異なる場合のみ記載） 
郵便番号            
送付先                           
電話番号（      ）       ―          

書類の送付先が請求者欄の住所又は居所と異なる場合は、その理由を記入し、当該理

由を証明する書類（例えば入院先の病院長の証明等）を提示又は提出してください。 
（理由） 

 

【郵送により訂正請求を行う場合】 

 郵送により訂正請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提出す

る書類にレ印を付けてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開示請

求担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の(1)及び(2)

の書類を提出してください。 
 （1）次のいずれかの書類の写し 
  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

  □その他確認書類（                    ） 

 （2）住民票の写し（訂正請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人番号

の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（訂正請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 
３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（訂正請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか②委任者の運転免許証等本人に対し、一に限り発行される書類の写しを併せて

提出してください。 

 
※ 事務担当課等記入欄 
事務担当課等 部・局・所      課・室      係 

請求者本人確認欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 
□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 
□その他（               ） 
□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 □戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 
□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備考  
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様式第１７号（第１６条関係） 
 

保有個人情報訂正決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第１項の規定により、次のとおり

訂正することを決定したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

訂正決定をする内容及び

理由 

（訂正内容） 

（訂正理由） 

事務担当課等 
     部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考 
 
 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの

訴えを提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
  



令和５年３月31日　金曜日 44第385号 増刊②

様式第１８号（第１６条関係） 
 

保有個人情報不訂正決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで訂正請求のあった個人情報については、個人情報の保護

に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９３条第２項の規定により、次のとおり訂正

をしないことを決定したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

訂正をしないこととした

理由 

 

事務担当課等 
     部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考 
 
 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの

訴えを提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
  



令和５年３月31日　金曜日45 第385号 増刊②

様式第１９号（第１７条関係） 
 

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９４条第２項の規定により、次のとおり

訂正決定等の期限を延長したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

延長後の決定期限 年   月   日  

延長の理由 

 

事務担当課等 
     部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  

 
  



令和５年３月31日　金曜日 46第385号 増刊②

様式第２０号（第１８条関係） 
 

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで訂正請求のあった保有個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９５条の規定により、次のとおり訂正決

定等の期限を延長したので通知します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

訂正決定等をする期限 年   月   日 

個人情報の保護に関する

法律第９５条を適用する

理由 

 

事務担当課等 
     部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  

  



令和５年３月31日　金曜日47 第385号 増刊②

様式第２１号（第１９条関係） 
 

保有個人情報訂正請求事案移送書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            殿 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定によ

り、次のとおり移送します。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

訂正請求者氏名等 

 
氏 名： 
住所又は居所： 
連絡先： 
 
法定代理人又は任意代理人による開示請求の場合 
本人の状況 □未成年（  年  月  日生） 
      □成年被後見人 
      □任意代理人委任者 
 
本人の氏名                 
本人の住所又は居所             

添付資料等  

備考 
 

注 訂正請求書の写し、移送までの経緯の概要等参考になる資料を添付し、併せて添付資料欄

に記載すること。 
  



令和５年３月31日　金曜日 48第385号 増刊②

様式第２２号（第１９条関係） 
 

保有個人情報訂正請求事案移送通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで請求のあった保有個人情報の訂正請求に係る事案につい

て、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９６条第１項の規定によ

り、次のとおり移送したので通知します。 
 なお、保有個人情報の訂正決定等は、下記の移送先の行政機関等において行われます。 

訂正請求に係る保有個人

情報の内容 

 

移送をした日 年    月    日 

移送の理由 
 

移送先の行政機関の長等 

行政機関の長等 
 

部局課室名等 
 

所在地 
 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

移送元の事務担当課等 
部・局・所    課・室     係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  

  



令和５年３月31日　金曜日49 第385号 増刊②

様式第２３号（第２０条関係） 
 

保有個人情報訂正実施通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            殿 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
貴職に提供している個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号）第９２条の規定により、次のとおり訂正したので、同法第９７条の規定により

通知します。 

提供した保有個人情報の内容 

 

訂正請求者の氏名等保有個人

情報を特定するための情報 

（氏名、住所等） 

訂正請求の趣旨 
 

訂正決定をする内容及び理由 

（訂正内容） 

（訂正理由） 

事務担当課等 
部・局・所    課・室     係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考 
 

 
  



令和５年３月31日　金曜日 50第385号 増刊②

様式第２４号（第２１条関係） 
（表）  

保有個人情報利用停止請求書 
 

福岡県知事 殿 
年  月  日  

郵便番号        
（請求者）住所又は居所                      
     フリガナ                        

            氏  名                        
            電話番号（     ）      ―          
 
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第９９条第１項の規定により、

次のとおり保有個人情報の利用停止を請求します。 

開示を受けた年月日 年    月    日 

開示決定通知書の文書番

号及び決定日 
文 書 番 号： 
開示決定日： 

利用停止請求に係る保有

個人情報の内容 
 

利用停止請求の趣旨及び

理由 
 

代理人が

請求する

場合にお

ける本人

の氏名等 

フリガナ 
氏 名 

 
 

住所又は居所  

電話番号 （任意代理人の場合） 

代理人の種別 

□法定代理人 
□未成年者（    年  月  日生） 

 □成年被後見人 
□任意代理人 

備考  
注 １ □については、該当する□にレ印を付けてください。 
  ２ 必要に応じて利用停止を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出し

てください。 
  ３ 請求の際は、請求者欄に記載された請求者本人であることを確認するために必要な書類（運転免

許証、健康保険の被保険者証、個人番号カード等）の提示又は提出が必要です。 
  ４ 法定代理人による請求の場合は、３の書類のほか戸籍謄本等その資格を証明する書類の提示又は

提出が必要です。 
  ５ 任意代理人による請求の場合は、３の書類のほか委任状等その資格を証明する書類の提出が必要

です。 
  ６ ４及び５の書類は、利用停止請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。 
  ７ 任意代理人による請求の場合は、本人に対し、代理権の付与についての確認を行う場合がありま

すので、本人の電話番号を必ず記載してください。 
  ８ 個人情報の保護に関する法律第９８条第３項の規定により、利用停止請求は、開示を受けた日か

ら９０日を経過するとできなくなります。 

  ９ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とします。 
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（裏） 
書類の送付先（請求者欄の住所又は居所と異なる場合のみ記載） 
郵便番号            
送付先                           
電話番号（      ）       ―          

書類の送付先が請求者欄の住所又は居所と異なる場合は、その理由を記入し、当該理

由を証明する書類（例えば入院先の病院長の証明等）を提示又は提出してください。 
（理由） 

 

【郵送により利用停止請求を行う場合】 

 郵送により利用停止請求を行う場合は、次に掲げる書類を提出する必要があります（提

出する書類にレ印をつけてください。）。なお、その他確認書類を提出する場合には、開

示請求担当窓口へ事前に相談してください。 

１ 請求者欄（表面）に記載された請求者本人であることを確認するため、次の(1)及び(2)

の書類を提出してください。 
 （1）次のいずれかの書類の写し 
  □運転免許証 □健康保険の被保険者証 

  □個人番号カード（表面のみ） □住民基本台帳カード（住所記載のあるもの） 

  □在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明

書 

  □その他確認書類（                    ） 

 （2）住民票の写し（利用停止請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。個人

番号の記載がある場合は黒塗りしてください。） 

２ 法定代理人による請求の場合は、１の書類のほか戸籍謄本その他その資格を証明する

書類（利用停止請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要で

す。 
３ 任意代理人による請求の場合は、１の書類のほか委任状その他その資格を証明する書

類（利用停止請求の日前３０日以内に作成されたものに限ります。）の提出が必要です。 

  ただし、委任状については、①委任者の実印により押印した上で印鑑登録証明書を添

付するか②委任者の運転免許証等本人に対し、一に限り発行される書類の写しを併せて

提出してください。 

 
※ 事務担当課等記入欄 
事務担当課等 部・局・所      課・室      係 

請求者本人確認欄 

□運転免許証 □健康保険の被保険者証 
□個人番号カード、住民基本台帳カード（住所記載があるもの） 
□在留カード、特別永住者証明書又は特別永住者証明書とみな

される外国人登録証明書 
□その他（               ） 
□住民票（郵送の場合、上記書類及び住民票の確認が必要） 

法定代理人資格確認欄 □戸籍謄本 □成年後見登記の登記事項証明書 
□その他（               ） 

任意代理人資格確認欄 □委任状 □その他（               ） 

備考  
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様式第２５号（第２２条関係） 
 

保有個人情報利用停止決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条第１項の規定により、次の

とおり利用停止することを決定したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報の内容 

 

利用停止決定をする内容

及び理由 

（利用停止決定の内容） 

（利用停止の理由） 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考 
 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日から

起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの訴え

を提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があったこ

とを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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様式第２６号（第２２条関係） 
 

保有個人情報利用不停止決定通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで利用停止請求のあった個人情報については、個人情報の

保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０１条第２項の規定により、次のとお

り利用停止をしないことを決定したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報の内容 

 

利用停止をしないことと

した理由 

 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考 
 
 

この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、

福岡県知事に対して審査請求をすることができます。また、この決定があったことを知った日の翌日か

ら起算して６か月以内に福岡県を被告として（代表者は福岡県知事となります。）この決定の取消しの

訴えを提起することもできます。 
なお、決定の取消しの訴えは、審査請求を行った後においては、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に提起することができます。 
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様式第２７号（第２３条関係） 
 

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書  
  

第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０２条第２項の規定により、次の

とおり利用停止決定等の期限を延長したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

延長後の決定期限 年   月   日  

延長の理由 

 

事務担当課等 
部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
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様式第２８号（第２４条関係） 
 

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書 

  
第     号  
年  月  日  

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 

年  月  日付けで利用停止請求のあった保有個人情報については、個人情

報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０３条の規定により、次のとおり

利用停止決定等の期限を延長したので通知します。 

利用停止請求に係る保有

個人情報の内容 

 

延長前の決定期間 年   月   日 から 
年   月   日 まで 

利用停止決定等をする期

限 年   月   日 

個人情報の保護に関する

法律第１０３条の規定を

適用する理由 

 

事務担当課等 
     部・局・所    課・室      係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
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様式第２９号（第２５条関係） 
 
 

委任状（保有個人情報に係る開示請求用） 

 
 

代理人 住所 
 

氏名 
 
 
上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 
記 

 

１ 保有個人情報の開示請求を行う権限 

２ １の開示請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の開示請求に係る開示決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の開示請求に係る開示決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ １の開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定通知を受ける権

限及び１の開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定通知を受ける権限 

６ 開示の実施の方法その他政令で定める事項を申し出る権限及び１の開示請求に係る開

示の実施を受ける権限 
 
 
 
     年   月   日 
 

委任者        住所 
  

氏名                    □印  
 

連絡先電話番号 
 
 
 
 
（注）以下のいずれかの措置を取ってください。 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、開示請求の日前３

０日以内に作成されたものに限る。）を添付する。 
２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等

本人に対し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 
※ 不要な事項は、抹消すること。また、用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とす

る。 

開示請求に係る

保有個人情報の

本人 
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様式第３０号（第２５条関係） 
 
 

委任状（保有個人情報に係る訂正請求用） 

 
 

代理人 住所 
 

氏名 
 
 
上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 
記 

 

１ 保有個人情報の訂正請求を行う権限 

２ １の訂正請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の訂正請求に係る訂正決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の訂正請求に係る訂正決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受ける権限 

５ １の訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定通知を受ける権限及び１の訂正

請求に係る保有個人情報を訂正しない旨の決定通知を受ける権限 
 
 
 
     年   月   日 
 

委任者        住所 
  

氏名                    □印  
 

連絡先電話番号 
 
 
 
 
 
（注）以下のいずれかの措置を取ってください。 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、訂正請求の日前３

０日以内に作成されたものに限る。）を添付する。 
２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等

本人に対し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 
※ 不要な事項は、抹消すること。また、用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とす

る。 
 

訂正請求に係る

保有個人情報の

本人 
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様式第３１号（第２５条関係） 
 
 

委任状（保有個人情報に係る利用停止請求用） 

 
 

代理人 住所 
 

氏名 
 
 
上記の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。 

 
記 

 

１ 保有個人情報の利用停止請求を行う権限 

２ １の利用停止請求に係る事案を移送した旨の通知を受ける権限 

３ １の利用停止請求に係る利用停止決定等の期限を延長した旨の通知を受ける権限 

４ １の利用停止請求に係る利用停止決定等の期限の特例規定を適用した旨の通知を受け

る権限 

５ １の利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止する旨の決定通知を受ける権限及び

１の利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止しない旨の決定通知を受ける権限 
 
 
 
     年   月   日 
 

委任者        住所 
  

氏名                    □印  
 

連絡先電話番号 
 
 
 
 
 
（注）以下のいずれかの措置を取ってください。 

１ 委任者の印については、実印とし、印鑑登録証明書（ただし、利用停止請求の日

前３０日以内に作成されたものに限る。）を添付する。 
２ 委任者の運転免許証、個人番号カード（ただし、個人番号通知カードは不可）等

本人に対し、一に限り発行される書類の複写物を添付する。 
※ 不要な事項は、抹消すること。また、用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とす

る。 
  

利用停止請求に

係る保有個人情

報の本人 
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様式第３２号（第２６条関係） 
 

保有個人情報に係る審議会諮問通知書 

  
第     号 
年  月  日 

 
            様 
 
                       福岡県知事  氏   名 印 
 
 
個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第  条の規定に基づく  決

定等に対する次の審査請求については、福岡県個人情報保護審議会に諮問しましたので、

同法第１０５条第３項において準用する同条第２項の規定により通知します。 

審査請求に係る保有個人

情報の内容 

 

審査請求に係る  決定

等の内容 

 

審査請求の内容 

（１）審査請求年月日 
 
（２）審査請求の趣旨 
 
 
 
 

諮問をした日 年   月   日 

事務担当課等 
部・局・所      課・室     係 

電話番号（   ）   ―     内線（    ） 

備考  
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
八
号

　
　
　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改

　
　
　

正
す
る
規
則

　

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
五
年
福
岡
県
規

則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

様
式
第
五
号
中
「第

14条
の
２
第
９
項

」
の
次
に
「の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第

９
条
第
８
項

」
を
加
え
る
。

　

様
式
第
七
号
別
紙
二
及
び
様
式
第
十
一
号
別
紙
二
中
「ホ

」
を
「ヘ

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
二
十
二
号
（
表
面
）
及
び
様
式
第
二
十
四
号
中　

「第
９
条
第
６
項

」
を
「第

９
条
第
７
項

」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し

、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
十
九
号

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

　

福
岡
県
希
少
野
生
動
植
物
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
二
年
福
岡
県
規
則
第
五
十
八

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
博
物
館
に
相
当
す
る

施
設
と
し
て
指
定
さ
れ
た
施
設
」
を
「
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
施
設
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則
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こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る

。
　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
五
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

５　

こ
の
規
則
に
お
い
て
「
一
般
社
団
法
人
等
」
と
は
、
一
般
社
団
法
人
（
社
員
総
会
に
お
け
る
議
決

権
の
二
分
の
一
以
上
を
独
立
行
政
法
人
中
小
企
業
基
盤
整
備
機
構
の
産
業
基
盤
整
備
業
務
を
除
く
業

務
に
係
る
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
経
済
産
業

省
令
第
七
十
四
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
五
条
の
二
で
定
め
る
者
が
有
し
て
い
る
も

の
に
限
る
。
）
又
は
一
般
財
団
法
人
（
設
立
に
際
し
て
拠
出
さ
れ
た
財
産
の
価
額
の
二
分
の
一
以
上

が
同
条
で
定
め
る
者
に
よ
り
拠
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。

　

第
三
条
第
一
号
中
「
（
以
下
「
貸
付
け
の
相
手
方
」
と
い
う
。
）
」
を
削
り
、
同
号
ロ
中
「
同
項
第

二
号
」
を
「
同
項
第
一
号
」
に
、
「
並
び
に
同
項
第
四
号
及
び
第
八
号
」
を
「
及
び
同
項
第
五
号
」
に

改
め
る
。

　

第
五
条
中
「
す
る
者
」
の
下
に
「
は
」
を
加
え
る
。

　

第
十
四
条
中
「
受
け
た
者
（
以
下
「
借
主
」
と
い
う
。
）
」
を
「
受
け
る
者
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
保
証
及
び
担
保
）

第
十
五
条　

貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ

。
）
は
、
金
融
機
関
（
預
金
保
険
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
金
融
機
関
を
い
う
。
）
に
よ
る
当
該
貸
付
金
に
係
る
債
務
の
保
証
（
以
下
「
金
融
機
関
保
証
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
知
事
が
適
当
と
認
め
る
も
の
を
受
け
、
及
び
知
事
が
適
当
と
認
め
る
物
件
を

担
保
と
し
て
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
担
保
の
提
供

を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２　

前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
る
者
は
、
知
事
が
適
当
と
認
め
る

に
足
り
る
金
融
機
関
保
証
を
受
け
る
こ
と
及
び
担
保
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
れ

ら
に
加
え
て
、
知
事
が
適
当
と
認
め
る
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

第
一
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
知
事
が
適
当
と
認
め
た
と
き
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受

け
る
者
は
連
帯
保
証
人
を
立
て
る
こ
と
を
も
つ
て
、
金
融
機
関
保
証
を
受
け
る
こ
と
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

４　

前
三
項
の
保
証
契
約
の
締
結
及
び
担
保
の
提
供
に
必
要
な
費
用
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
る

者
の
負
担
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
二
項
中
「
借
主
」
を
「
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
（
以
下
「
借
主
」
と
い
う
。
）

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
借
主
」
の
下
に
「
（
地
方
公
共
団
体
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

」
を
加
え
る
。

　

第
二
十
五
条
第
七
号
中
「
移
動
」
を
「
異
動
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
（
第
三
条
関
係
）

項

事
業
の
区
分

要　
　

件

貸
付
け
の
相
手
方

貸
付
対
象
施
設

一

経
営
革
新
計

画
承
認
グ
ル

ー
プ
事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
一

号
イ
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の

一　

経
営
革
新
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施

す
る
一
の
代
表
者

二　

経
営
革
新
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施

す
る
す
べ
て
の
者
の
連

名
に
よ
る
も
の

三　

経
営
革
新
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事
業
を
実
施

す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者

経
営
革
新
計
画
承
認
グ

ル
ー
プ
事
業
の
用
に
供

す
る
土
地
、
建
物
（
関

連
施
設
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
）
、
構
築
物
（

関
連
施
設
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
又
は
設
備

で
あ
つ
て
、
知
事
が
別

に
定
め
る
基
準
に
適
合

す
る
も
の

二

下
請
振
興
事

業
計
画
承
認

グ
ル
ー
プ
事

業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
一

号
ロ
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の

一　

下
請
振
興
事
業
計
画

承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
を

実
施
す
る
一
の
代
表
者

二　

下
請
振
興
事
業
計
画

承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
を

実
施
す
る
す
べ
て
の
者

の
連
名
に
よ
る
も
の

三　

下
請
振
興
事
業
計
画

下
請
振
興
事
業
計
画
承

認
グ
ル
ー
プ
事
業
の
用

に
供
す
る
土
地
、
建
物

、
構
築
物
又
は
設
備
で

あ
つ
て
、
知
事
が
別
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の
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承
認
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実

施
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者

三

総
合
効
率
化

計
画
認
定
グ

ル
ー
プ
事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
一

号
ハ
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の

一　

総
合
効
率
化
計
画
認

定
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実

施
す
る
一
の
代
表
者

二　

総
合
効
率
化
計
画
認

定
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実

施
す
る
す
べ
て
の
者
の

連
名
に
よ
る
も
の

三　

総
合
効
率
化
計
画
認

定
グ
ル
ー
プ
事
業
を
実

施
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
者

総
合
効
率
化
計
画
認
定

グ
ル
ー
プ
事
業
の
用
に

供
す
る
土
地
、
建
物
、

構
築
物
又
は
設
備
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の

四

施
設
集
約
化

事
業

イ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
二
十
八

条
第
一
項
第
一
号
イ
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

ロ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
二
十
九

条
第
一
項
第
一
号
イ
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

ハ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
三
十
条

第
一
項
第
一
号
の
基
準
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の

ニ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
三
十
一

条
第
一
項
第
一
号
の
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の

ホ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
三
十
一

条
第
一
項
第
二
号
の
基
準

に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の

一　

事
業
協
同
組
合
若
し

く
は
協
同
組
合
連
合
会

（
以
下
「
事
業
協
同
組

合
等
」
と
い
う
。
）
又

は
事
業
協
同
小
組
合

二　

事
業
協
同
組
合
等
若

し
く
は
事
業
協
同
小
組

合
の
組
合
員
等
（
組
合

員
又
は
所
属
員
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
で
あ

る
特
定
中
小
事
業
者
、

企
業
組
合
又
は
協
業
組

合
三　

協
業
組
合

四　

合
併
会
社
又
は
出
資

会
社

施
設
集
約
化
事
業
の
用

に
供
す
る
土
地
、
建
物

、
構
築
物
又
は
設
備
で

あ
つ
て
、
知
事
が
別
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の

五

共
同
施
設
事

業

イ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
イ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
二
十
八

条
第
一
項
第
一
号
ハ
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

ロ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
二
十
九

条
第
一
項
第
一
号
ロ
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

一　

特
定
中
小
企
業
団
体

二　

特
定
中
小
企
業
団
体

の
組
合
員
等
で
あ
る
特

定
中
小
事
業
者
、
企
業

組
合
又
は
協
業
組
合

三　

企
業
組
合
又
は
協
業

組
合

共
同
施
設
事
業
の
用
に

供
す
る
土
地
、
建
物
、

構
築
物
又
は
設
備
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の

六

設
備
リ
ー
ス

事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
二

号
イ
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち

、
省
令
第
二
十
八
条
第
一
項

第
一
号
ハ
の
要
件
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
組

合
員
等
の
生
産
の
効
率
化
、

経
営
の
合
理
化
そ
の
他
の
改

善
に
必
要
と
す
る
設
備
を
取

得
し
、
当
該
設
備
を
組
合
員

等
に
買
取
予
約
付
で
賃
貸
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
知
事
が

別
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の

特
定
中
小
企
業
団
体

設
備
リ
ー
ス
事
業
の
用

に
供
す
る
設
備
で
あ
つ

て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も

の

七

企
業
合
同
事

業

イ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
三
十
条

第
一
項
第
二
号
、
第
五
号

又
は
第
六
号
の
い
ず
れ
か

の
基
準
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の

ロ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ニ
に
掲
げ
る
事
業

の
う
ち
、
省
令
第
三
十
一

条
第
一
項
第
四
号
、
第
七

号
又
は
第
八
号
の
い
ず
れ

か
の
基
準
に
適
合
す
る
も

の
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す

る
も
の

合
併
会
社
又
は
出
資
会
社

企
業
合
同
事
業
の
用
に

供
す
る
土
地
、
建
物
、

構
築
物
又
は
設
備
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の
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ハ　

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
二
号
ホ
に
掲
げ
る
事
業

で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に

定
め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の

八

集
団
化
事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の

一　

事
業
協
同
組
合
等

二　

事
業
協
同
組
合
等
の

組
合
員
等
で
あ
る
特
定

中
小
事
業
者
、
企
業
組

合
又
は
協
業
組
合

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
三
号
に
掲
げ
る
工
場

、
事
業
場
、
店
舗
そ
の

他
の
施
設
を
整
備
す
る

た
め
に
必
要
な
土
地
、

建
物
、
構
築
物
又
は
設

備
で
あ
つ
て
、
知
事
が

別
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の

九

集
積
区
域
整

備
事
業

施
行
令
第
三
条
第
一
項
第
四

号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の

一　

事
業
協
同
組
合
等

二　

商
店
街
振
興
組
合
又

は
商
店
街
振
興
組
合
連

合
会

三　

一
及
び
二
に
掲
げ
る

組
合
又
は
連
合
会
の
組

合
員
等
で
あ
る
中
小
企

業
者

施
行
令
第
三
条
第
一
項

第
四
号
に
掲
げ
る
工
場

、
事
業
場
、
店
舗
そ
の

他
の
施
設
を
整
備
す
る

た
め
に
必
要
な
土
地
、

建
物
、
構
築
物
又
は
設

備
で
あ
つ
て
、
知
事
が

別
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の

一
〇

地
域
産
業
創

造
基
盤
整
備

事
業

施
行
令
第
三
条
第
二
項
第
一

号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の

一　

特
定
会
社

二　

一
般
社
団
法
人
等

三　

商
工
会
、
商
工
会
連

合
会
、
商
工
会
議
所
又

は
日
本
商
工
会
議
所
（

以
下
「
商
工
会
等
」
と

い
う
。
）

四　

市
町
村

地
域
産
業
創
造
基
盤
整

備
事
業
の
用
に
供
す
る

土
地
、
建
物
、
構
築
物

又
は
設
備
で
あ
つ
て
、

知
事
が
別
に
定
め
る
基

準
に
適
合
す
る
も
の

一
一

商
店
街
整
備

等
支
援
事
業

施
行
令
第
三
条
第
二
項
第
二

号
に
掲
げ
る
事
業
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の

一　

特
定
会
社

二　

一
般
社
団
法
人
等

三　

商
工
会
等

商
店
街
整
備
等
支
援
事

業
の
用
に
供
す
る
土
地

、
建
物
、
構
築
物
又
は

設
備
で
あ
つ
て
、
知
事

が
別
に
定
め
る
基
準
に

適
合
す
る
も
の

一
二

地
域
産
業
創

造
基
盤
整
備

活
性
化
事
業

過
去
に
一
〇
の
項
に
掲
げ
る

事
業
を
行
つ
た
特
定
会
社
、

一
般
社
団
法
人
等
、
商
工
会

等
又
は
市
町
村
が
、
中
小
企

業
者
の
経
営
環
境
の
変
化
に

対
応
す
る
た
め
又
は
既
存
施

設
の
陳
腐
化
若
し
く
は
老
朽

化
等
を
解
消
す
る
た
め
に
施

設
を
再
整
備
す
る
事
業
で
あ

一　

特
定
会
社

二　

一
般
社
団
法
人
等

三　

商
工
会
等

四　

市
町
村

地
域
産
業
創
造
基
盤
整

備
活
性
化
事
業
の
用
に

供
す
る
土
地
、
建
物
、

構
築
物
又
は
設
備
で
あ

つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る

も
の

つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の

一
三

商
店
街
整
備

等
活
性
化
支

援
事
業

過
去
に
一
一
の
項
に
掲
げ
る

事
業
を
行
つ
た
特
定
会
社
、

一
般
社
団
法
人
等
又
は
商
工

会
等
が
、
中
小
企
業
者
の
経

営
環
境
の
変
化
に
対
応
す
る

た
め
又
は
既
存
施
設
の
陳
腐

化
若
し
く
は
老
朽
化
等
を
解

消
す
る
た
め
に
施
設
を
再
整

備
す
る
事
業
で
あ
つ
て
、
知

事
が
別
に
定
め
る
基
準
に
適

合
す
る
も
の

一　

特
定
会
社

二　

一
般
社
団
法
人
等

三　

商
工
会
等

商
店
街
整
備
等
活
性
化

支
援
事
業
の
用
に
供
す

る
土
地
、
建
物
、
構
築

物
又
は
設
備
で
あ
つ
て

、
知
事
が
別
に
定
め
る

基
準
に
適
合
す
る
も
の

別
表
第
二
（
第
四
条
関
係
）

項

貸　

付　

金　

の　

種　

類

貸　

付　

割　

合

利
率
（

年
利
）

償
還
期
限
（

据
置
期
間
を

含
む
。
（　

）
内
は
据
置

期
間
で
あ
る

。
）

一

小
規
模

事
業
者

貸
付

別
表
第
一
の
八
の
項
又
は
九

の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち

、
小
規
模
事
業
者
（
常
時
使

用
す
る
従
業
員
の
数
が
二
十

人
（
商
業
又
は
サ
ー
ビ
ス
業

（
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
業
及
び
情

報
処
理
サ
ー
ビ
ス
業
を
除
く

。
）
に
属
す
る
事
業
を
主
た

る
事
業
と
し
て
行
う
者
に
つ

い
て
は
、
五
人
）
以
下
の
会

社
、
個
人
、
企
業
組
合
及
び

協
業
組
合
を
い
う
。
）
が
占

有
す
る
施
設
に
係
る
貸
付
け

整
備
資
金
（
事
業
を
行
う
者
（
施

行
令
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項

に
掲
げ
る
事
業
を
行
う
者
を
い
う

。
以
下
「
事
業
実
施
者
」
と
い
う

。
）
が
貸
付
対
象
施
設
を
取
得
し

、
造
成
し
、
又
は
整
備
す
る
の
に

必
要
な
資
金
を
い
う
。
以
下
同
じ

。
）
の
百
分
の
九
十
以
内

〇
・
四

〇
パ
ー

セ
ン
ト

以
内

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）

二

広
域
貸

付

別
表
第
一
の
五
の
項
か
ら
八

の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の

う
ち
、
当
該
事
業
に
直
接
又

は
間
接
に
参
加
し
よ
う
と
す

る
中
小
企
業
者
の
当
該
事
業

に
係
る
事
務
所
又
は
事
業
所

の
所
在
地
が
四
以
上
の
都
道

府
県
の
区
域
に
わ
た
る
も
の

に
係
る
貸
付
け

次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一　

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
整
備
資
金

の
百
分
の
八
十
以
内
（
前
項
に

掲
げ
る
小
規
模
事
業
者
貸
付
の

要
件
に
適
合
す
る
場
合
は
、
整

備
資
金
の
百
分
の
九
十
以
内
）

二　

特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合

員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者

、
企
業
組
合
又
は
協
業
組
合
に

〇
・
四

〇
パ
ー

セ
ン
ト

以
内

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）
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貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
当
該
者
が
整
備
資
金
の
財

源
と
し
て
事
業
実
施
者
に
対
し

て
負
担
す
る
金
額
（
以
下
「
負

担
額
」
と
い
う
。
）
の
百
分
の

八
十
以
内

三

施
設
再

整
備
貸

付

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該

当
す
る
も
の

イ　

過
去
に
、
別
表
第
一
の

一
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で

に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
の

い
ず
れ
か
の
事
業
を
行
つ

た
中
小
企
業
者
が
、
当
該

事
業
に
係
る
も
の
と
し
て

新
分
野
進
出
等
経
営
環
境

の
変
化
に
対
応
す
る
た
め

に
行
う
施
設
の
整
備
又
は

既
存
施
設
の
陳
腐
化
、
老

朽
化
等
を
解
消
す
る
た
め

の
施
設
の
再
整
備
に
係
る

貸
付
け

ロ　

別
表
第
一
の
八
の
項
に

掲
げ
る
事
業
を
実
施
し
た

事
業
協
同
組
合
等
が
同
項

の
事
業
と
し
て
実
施
す
る

空
き
区
画
等
の
再
整
備
に

係
る
貸
付
け

一
の
項
、
前
項
及
び
次
項
の
貸
付

け
の
区
分
と
同
じ
割
合
と
す
る
。

〇
・
四

〇
パ
ー

セ
ン
ト

以
内

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）

四

普
通
貸

付

別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
九

の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の

う
ち
一
の
項
か
ら
前
項
ま
で

に
掲
げ
る
貸
付
け
以
外
の
も

の
又
は
別
表
第
一
の
一
二
の

項
若
し
く
は
一
三
の
項
に
係

る
貸
付
け
（
無
利
子
貸
付
に

つ
い
て
は
、
別
表
第
一
の
一

の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
に
掲

げ
る
事
業
の
う
ち
一
の
項
か

ら
前
項
ま
で
に
掲
げ
る
貸
付

け
以
外
の
も
の
又
は
別
表
第

一
の
一
〇
の
項
若
し
く
は
一

一
の
項
に
係
る
貸
付
け
）

次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一　

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
整
備
資
金

の
百
分
の
八
十
以
内

二　

事
業
協
同
組
合
等
若
し
く
は

事
業
協
同
小
組
合
の
組
合
員
等

で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企

業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
又

は
特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合

員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者

、
企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組

合
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
者
の
負
担
額
の
百

分
の
八
十
以
内

〇
・
四

〇
パ
ー

セ
ン
ト

以
内

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）

五

災
害
復

旧
貸
付

別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
の

う
ち
災
害
を
受
け
た
事
業
用

施
設
の
復
旧
を
図
る
も
の
で

あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一　

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
整
備
資
金

の
百
分
の
九
十
以
内

二　

事
業
協
同
組
合
等
若
し
く
は

事
業
協
同
小
組
合
の
組
合
員
等

無
利
子

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）

　

で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企

業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
又

は
特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合

員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者

、
企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組

合
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
者
の
負
担
額
の
百

分
の
九
十
以
内

六

緊
急
健

康
被
害

等
防
止

貸
付

別
表
第
一
に
掲
げ
る
事
業
の

う
ち
事
業
用
施
設
に
使
用
さ

れ
て
い
る
石
綿
に
よ
る
健
康

被
害
等
の
防
止
を
図
る
も
の

で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一　

事
業
実
施
者
に
貸
し
付
け
る

場
合
に
あ
つ
て
は
、
整
備
資
金

の
百
分
の
九
十
以
内

二　

事
業
協
同
組
合
等
若
し
く
は

事
業
協
同
小
組
合
の
組
合
員
等

で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者
、
企

業
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
又

は
特
定
中
小
企
業
団
体
の
組
合

員
等
で
あ
る
特
定
中
小
事
業
者

、
企
業
組
合
若
し
く
は
協
業
組

合
に
貸
し
付
け
る
場
合
に
あ
つ

て
は
、
当
該
者
の
負
担
額
の
百

分
の
九
十
以
内

無
利
子

二
十
年
以
内

（
三
年
以
内

）

　

備
考　

一
の
項
か
ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
貸
付
け
（
別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
に

掲
げ
る
事
業
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

無
利
子
貸
付
と
す
る
。

　
　

一　

別
表
第
一
の
四
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
当
該
事
業
を
実
施
す
る
事
業
協
同
組
合
等

、
事
業
協
同
小
組
合
若
し
く
は
協
業
組
合
の
組
合
員
等
、
合
併
会
社
の
合
併
者
又
は
出
資
会

社
の
出
資
者
の
三
分
の
二
以
上
が
製
造
業
若
し
く
は
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
の
い
ず
れ
か
一
の
業

種
又
は
相
互
に
関
連
性
の
高
い
製
造
業
及
び
情
報
サ
ー
ビ
ス
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
場
合
の

当
該
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

二　

別
表
第
一
の
五
の
項
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
汚
水
、
ば
い
煙
、
産
業
廃
棄

物
、
騒
音
等
の
共
同
処
理
施
設
若
し
く
は
共
同
防
止
施
設
又
は
省
資
源
・
省
エ
ネ
ル
ギ
ー
共

同
施
設
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

三　

別
表
第
一
の
八
の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
公
園
、
緑
地
そ
の
他
の
地
域

環
境
保
全
施
設
等
の
整
備
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

四　

別
表
第
一
の
一
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
、
八
の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、

災
害
の
発
生
を
未
然
に
防
止
し
、
又
は
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害
の
拡
大
を
防
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止
す
る
た
め
の
共
同
防
災
施
設
の
整
備
に
係
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知

事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

五　

別
表
第
一
の
五
の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
小
売
商
業
振
興
法
（
昭

和
四
十
八
年
法
律
第
百
一
号
。
以
下
「
小
売
振
興
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
の
認
定

を
受
け
た
商
店
街
整
備
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

六　

別
表
第
一
の
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
二
項
の
認
定
を
受

け
た
店
舗
集
団
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

七　

別
表
第
一
の
四
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
小
売
振
興
法
第
四
条
第
三
項
の
認
定
を
受

け
た
共
同
店
舗
等
整
備
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、

知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

八　

別
表
第
一
の
四
の
項
、
五
の
項
、
八
の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
企

業
に
お
け
る
労
働
力
の
確
保
及
び
良
好
な
雇
用
の
機
会
の
創
出
の
た
め
の
雇
用
管
理
の
改
善

の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
認
定

計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も

の

　
　

九　

別
表
第
一
の
三
の
項
、
四
の
項
（
特
定
中
小
企
業
団
体
の
行
う
事
業
に
限
る
。
）
、
五
の

項
又
は
七
の
項
か
ら
九
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率

化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る

認
定
総
合
効
率
化
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事

が
別
に
定
め
る
も
の

　
　

一
〇　

別
表
第
一
の
五
の
項
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
二
号
。
以
下
「
中
心
市
街
地
活
性
化
法
」
と
い
う
。

）
第
七
条
第
八
項
に
規
定
す
る
特
定
商
業
施
設
等
整
備
事
業
又
は
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る

特
定
事
業
に
係
る
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間

中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
又
は
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る

資
金
の
貸
付
け

　
　

一
一　

別
表
第
一
の
四
の
項
、
五
の
項
（
特
定
中
小
企
業
団
体
の
行
う
事
業
に
限
る
。
）
、
八

の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
七
条
第
七
項
に
規
定

す
る
中
小
小
売
商
業
高
度
化
事
業
に
係
る
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
四
十
九
条
第
一
項
に
規

　
　
　

定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
活
性
化
事
業
計
画
又
は
中
心
市
街
地
活
性
化
法
第
五
十

　
　
　

一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
特
定
民
間
中
心
市
街
地
経
済
活
力
向
上
事
業
計
画
に
基
づ
き

実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け

　
　

一
二　

別
表
第
一
の
一
の
項
又
は
四
の
項
か
ら
八
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
中
小
企

業
等
経
営
強
化
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
十
八
号
）
第
十
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
承
認
経

営
革
新
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定

め
る
も
の

　
　

一
三　

別
表
第
一
の
二
の
項
、
四
の
項
か
ら
六
の
項
ま
で
又
は
八
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち

、
下
請
中
小
企
業
振
興
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
七
条
第
二
項
に
規
定

す
る
承
認
計
画
に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
当
該
事
業
に

参
加
す
る
事
業
者
の
う
ち
、
七
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
が
承
認
計
画
に
記
載
さ
れ
た
中
小
企
業

者
で
あ
る
も
の

　
　

一
四　

別
表
第
一
の
四
の
項
、
五
の
項
、
八
の
項
又
は
九
の
項
に
掲
げ
る
事
業
の
う
ち
、
商
店

街
の
活
性
化
の
た
め
の
地
域
住
民
の
需
要
に
応
じ
た
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平

成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
五
条
第
三
項
に
規
定
す
る
認
定
商
店
街
活
性
化
事
業
計
画

に
基
づ
き
実
施
す
る
事
業
に
係
る
資
金
の
貸
付
け
で
あ
つ
て
、
知
事
が
別
に
定
め
る
も
の

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
福
岡
県
中
小
企
業
高
度
化
資
金
貸
付
規
則
の
規

定
は
、
同
日
以
降
に
同
規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
決
定
を
行
う
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

　
　
　

福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
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福
岡
県
森
林
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

　

第
十
四
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
「
（
保
安
林
の
指
定
等
の
申
請
に
添
付

す
る
書
類
）
」
を
付
し
、
同
条
中
「
第
四
十
八
条
第
一
項
の
申
請
書
に
添
付
す
る
図
面
」
を
「
第
四
十

八
条
第
一
項
第
一
号
の
森
林
の
位
置
図
及
び
区
域
図
」
に
改
め
る
。

　

第
十
五
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
中
「
第
四
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
四
十
八
条
第
一
項
第
二
号

」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
二
号

　
　
　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
二
球
技
場
の
照
明
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

全
点
灯

一
八
、
〇
一
〇
円

球
技
場
の
照
明

七
七
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

三
〇
分
以
内

一
三
、
八
八
〇
円

三
二
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

五
、
七
〇
〇
円

一
五
パ
ー
セ
ン
ト
点
灯

二
、
七
七
〇
円

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

福
岡
県
財
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

福
岡
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

。
　

第
五
十
五
条
の
見
出
し
中
「
小
切
手
」
を
「
小
切
手
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改

め
る
。

　
　

令
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
知
事
が
定
め
る
区
域
は
、
全
国
の
区
域
と
す
る
。

　

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
令
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」
を
削
る
。

　

第
八
十
五
条
第
三
項
中
「
地
方
税
」
を
「
地
方
税
等
（
同
条
第
一
項
第
三
号
、
第
六
号
及
び
第
七
号

に
掲
げ
る
歳
入
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「

地
方
税
」
を
「
地
方
税
等
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
五
条
の
二
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
地
方
税
」
を
「
地
方
税
等
」
に
改
め
る
。

　

第
八
十
五
条
の
三
第
一
項
中
「
第
百
五
十
八
条
第
四
項
」
の
下
に
「
又
は
第
百
五
十
八
条
の
二
第
三

項
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
す
る
。

　

第
百
七
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
四　

令
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
五
号
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
随
意
契
約
を
締
結
す
る
場

合
に
お
い
て
、
契
約
の
相
手
方
が
契
約
を
履
行
し
な
い
こ
と
と
な
る
お
そ
れ
が
な
い
と
き
。

　

別
表
三
課
又
は
財
務
担
当
所
名
の
欄
中
「
児
童
家
庭
課
」
を
「
こ
ど
も
未
来
課
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
十
三
号
中
「地

方
税

」
を
「地

方
税
等

」
に
、
「第

十
二
号

」
を
「第

十
五
号

」
に
改
め

る
。

　

様
式
第
百
三
十
四
号
中
「請

負
者

」
を
「受

注
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
七
十
八
号
中
「職

業

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
削
り
、
「供

用
票

・
整

理
簿

記
帳

者

」

を
「供

用
票

・
整

理
簿

記
　

　
帳

　
　

者
」
に
改
め
る
。
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様
式
第
百
九
十
八
号
そ
の
三
中
「住

　
所

職
　

業

」
を
「住　

所

」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

　

福
岡
県
補
助
金
等
交
付
規
則
の
適
用
を
受
け
な
い
交
付
金
及
び
給
付
金
の
指
定
（
昭
和
三
十
三
年
四

月
福
岡
県
告
示
第
二
百
九
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　

第
六
十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

61　

福
岡
県
私
立
学
校
給
食
費
支
援
金

62　

福
岡
県
届
出
保
育
施
設
給
食
費
支
援
金

　
福
岡
県
訓
令
第
一
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
公
印
規
程
（
昭
和
四
十
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
第
一
の
十
七
の
二
の
項
中
「
除
く
。
）
」
の
下
に
「
、
同
法
第
五
十
二
条
第
六
項
第
三
号
の
規

定
に
よ
る
容
積
率
の
緩
和
に
係
る
認
定
通
知
書
」
を
加
え
、
「
広
告
認
定
対
象
区
域
」
を
「
公
告
認
定

対
象
区
域
」
に
改
め
、
同
表
三
十
六
の
三
の
項
及
び
三
十
六
の
四
の
項
中
「
第
十
三
項
」
を
「
第
十
四

項
ま
で
」
に
改
め
、
同
表
三
十
六
の
五
の
項
中
「
第
十
二
項
、
第
十
四
項
か
ら
第
十
七
項
及
び
第
十
九

項
」
を
「
第
十
三
項
ま
で
、
第
十
五
項
か
ら
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
項
」
に
改
め
、
同
表
三
十
六

の
六
の
項
中
「
第
十
七
項
及
び
第
十
九
項
」
を
「
第
十
八
項
ま
で
及
び
第
二
十
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
訓
令
第
二
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
職
員
の
駐
在
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
二
月
福
岡
県
訓
令
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
中

「

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡
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生
涯
学
習

事
務
関
係
直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

社
会
活
動
推
進
課

生
涯
学
習
の
振
興
に
関
す
る
事
業
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。

を

飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡

」

「
新
県
立
美

術
館
建
設

事
務
関
係
福
岡
市

文
化
振
興
課
新
県
立
美
術
館
の
建
設
に
関
す
る
こ
と

。

福
岡
市

福
岡
市

筑
紫
野
市

春
日
市

大
野
城
市

宗
像
市

太
宰
府
市

古
賀
市

福
津
市

糸
島
市

那
珂
川
市

糟
屋
郡

久
留
米
市

久
留
米
市

小
郡
市

う
き
は
市

朝
倉
市

朝
倉
郡

三
井
郡

生
涯
学
習

事
務
関
係
直
方
市

北
九
州
市

直
方
市

中
間
市

宮
若
市

遠
賀
郡

鞍
手
郡

政　
　

策　
　

課

生
涯
学
習
の
振
興
に
関
す
る
事
業
の
推

進
に
関
す
る
こ
と
。

に

飯
塚
市

飯
塚
市

田
川
市

嘉
麻
市

嘉
穂
郡

田
川
郡

筑
後
市

大
牟
田
市

柳
川
市

八
女
市

筑
後
市

大
川
市

み
や
ま
市

三
潴
郡

八
女
郡

豊
前
市
行
橋
市

豊
前
市

京
都
郡

築
上
郡

」

改
め
、
同
表
ス
ポ
ー
ツ
事
務
関
係
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
支

援
事
務
関

係

飯
塚
市
飯
塚
市

こ
ど
も
未
来
課
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
関
す
る
事

業
の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

糟
屋
郡
志

免
町

糟
屋
郡
志
免

町

　

別
表
公
害
対
策
事
務
関
係
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ベ
ン
チ
ャ

ー
創
出
事

務
及
び
連

絡
事
務
関

係

港

区
東
京
都
、
神

奈
川
県
、
埼

玉
県
、
千
葉

県
及
び
そ
の

近
県
一
円

新
事
業
支
援
課

一　

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
の
誘
致
に
関

す
る
こ
と
。

二　

ベ
ン
チ
ャ
ー
企
業
等
と
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
の
形
成
に
関
す
る
こ
と
。

三　

連
絡
事
務
に
関
す
る
こ
と
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
訓
令
第
三
号
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本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出

先

機

関　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
警
察
本
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福

岡

県

教

育

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
監
査
委
員
事
務
局　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
人
事
委
員
会
事
務
局　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
議
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
事
務
決
裁
規
程
（
昭
和
四
十
年
三
月
福
岡
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
二
条
第
十
三
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

十
三
の
三　

企　

画　

監　

組
織
規
則
第
八
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
企
画
監
（
同
規
則
第
三
条
第

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
項
の
規
定
に
よ
り
本
庁
に
臨
時
に
設
け
る
課
又
は
室
の
企
画
監
を
含
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。
）
を
い
う
。

　

第
二
条
第
十
三
号
の
三
の
二
を
削
り
、
同
条
第
十
三
号
の
五
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

十
三
の
五
の
二　

広
報
監　

組
織
規
則
第
八
条
第
十
三
項
に
規
定
す
る
広
報
監
を
い
う
。

　

第
二
条
第
十
七
号
の
二
の
四
中
「
及
び
第
二
百
三
十
二
条
第
四
項
」
を
削
る
。

　

第
七
条
の
表
知
事
部
局
の
部
課
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
（
企
画
広
報
）
」
を
削
り
、
「
産
業
企
画

監
」
の
下
に
「
、
広
報
監
」
を
加
え
、
同
部
県
土
整
備
事
務
所
の
款
所
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
災
害

事
業
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
に
つ
い
て
は
副
セ
ン
タ
ー
長
、
」
を
削
り
、
同
款
副
所
長
の
決
裁
事
項
の

項
中
「
支
所
」
の
下
に
「
及
び
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
」
を
加
え
、
「
、
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事

務
に
つ
い
て
は
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
削
り
、
同
款
セ
ン
タ
ー
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
主
務
課
の
課
長

」
を
「
主
務
係
の
係
長
」
に
、
「
副
セ
ン
タ
ー
長
」
を
「
主
務
課
の
課
長
」
に
改
め
、
同
表
教
育
庁
の

部
課
長
の
決
裁
事
項
の
項
中
「
（
企
画
広
報
）
」
を
削
り
、
同
部
財
務
担
当
所
長
の
決
裁
事
項
の
款
福

岡
教
育
セ
ン
タ
ー
の
項
中
「
総
務
課
長
」
を
「
企
画
部
長
」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
条
第
十
二
号
ロ
中
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
百
六
十
七
条
第
一
項
第
五
号

」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
十
三
号
中
イ
か
ら
ツ
ま
で
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
こ
の
号
中
「
法
」

と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
務

　
　
　

こ
の
号
中
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
福
岡
県
条
例
第
四

　
　

十
三
号
）
を
「
条
例
」
、
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
令
和
五
年
福
岡

県
規
則
第
十
五
号
）
を
「
細
則
」
と
い
う
。

　

第
二
十
一
条
第
十
三
号
イ
中
「
条
例
第
十
七
条
第
一
項
」
を
「
法
第
八
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
個

人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
、
「
並
び
に
開
示
を
実
施
す
る
日
時
及
び
場
所
」
を
「
、
開
示
す

る
保
有
個
人
情
報
の
利
用
目
的
及
び
開
示
の
実
施
に
関
す
る
事
項
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
条
例
第
十

七
条
第
二
項
」
を
「
法
第
八
十
二
条
第
二
項
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、

同
号
中
ハ
及
び
ニ
を
削
り
、
同
号
ホ
中
「
条
例
第
二
十
条
第
一
項
」
を
「
法
第
八
十
五
条
第
一
項
」
に

改
め
、
同
号
ホ
を
同
号
ハ
と
し
、
同
号
ヘ
中
「
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
を
「
法
第
八

十
六
条
第
一
項
又
は
第
二
項
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
」
に
、
「
そ
の

他
実
施
機
関
が
定
め
る
」
を
「
そ
の
他
の
」
に
改
め
、
同
号
ヘ
を
同
号
ニ
と
し
、
同
号
ト
中
「
条
例
第

二
十
一
条
第
三
項
」
を
「
法
第
八
十
六
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号
ト
を
同
号
ホ
と
し
、
同
号
チ
中
「

条
例
第
二
十
九
条
第
一
項
」
を
「
法
第
九
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報

」
に
改
め
、
同
号
チ
を
同
号
ヘ
と
し
、
同
号
リ
中
「
条
例
第
二
十
九
条
第
二
項
」
を
「
法
第
九
十
三
条

第
二
項
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
号
リ
を
同
号
ト
と
し
、
同
号
ヌ
中

「
条
例
第
三
十
条
第
二
項
」
を
「
法
第
九
十
四
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ヌ
を
同
号
チ
と
し
、
同
号

ル
中
「
条
例
第
三
十
一
条
」
を
「
法
第
九
十
五
条
」
に
改
め
、
同
号
ル
を
同
号
リ
と
し
、
同
号
ヲ
中
「

条
例
第
三
十
二
条
第
一
項
」
を
「
法
第
九
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
号
ヲ
を
同
号
ヌ
と
し
、
同
号

ワ
中
「
条
例
第
三
十
三
条
」
を
「
法
第
九
十
七
条
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改

め
、
「
の
訂
正
」
の
下
に
「
の
実
施
」
を
加
え
、
同
号
ワ
を
同
号
ル
と
し
、
同
号
カ
中
「
条
例
第
三
十

七
条
第
一
項
」
を
「
法
第
百
一
条
第
一
項
」
に
、
「
個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同

号
カ
を
同
号
ヲ
と
し
、
同
号
ヨ
中
「
条
例
第
三
十
七
条
第
二
項
」
を
「
法
第
百
一
条
第
二
項
」
に
、
「

個
人
情
報
」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
号
ヨ
を
同
号
ワ
と
し
、
同
号
タ
中
「
条
例
第
三
十
八

条
第
二
項
」
を
「
法
第
百
二
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
タ
を
同
号
カ
と
し
、
同
号
レ
中
「
条
例
第
三
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十
九
条
」
を
「
法
第
百
三
条
」
に
改
め
、
同
号
レ
を
同
号
ヨ
と
し
、
同
号
ソ
中
「
条
例
第
四
十
一
条
第

二
項
」
を
「
法
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
号
ソ
を
同

号
タ
と
し
、
同
号
ツ
中
「
規
則
第
十
一
条
第
一
項
」
を
「
細
則
第
十
三
条
第
一
項
」
に
、
「
個
人
情
報

」
を
「
保
有
個
人
情
報
」
に
改
め
、
同
号
ツ
を
同
号
ナ
と
し
、
同
号
タ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

レ　

法
第
百
十
四
条
第
二
項
（
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
に
係
る
提
案
が
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
、
提

案
者
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ソ　

法
第
百
十
四
条
第
三
項
（
法
第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
等
匿
名
加
工
情
報
に
係
る
提
案
が
基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
、

提
案
者
に
理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ツ　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
示
決
定
等
の
期
限
の
延
長
を
し
、
開
示
請
求
者

に
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理
由
を
通
知
す
る
こ
と
。

　
　

ネ　

条
例
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特
例
延
長
を
し
、
開
示
請
求
者
に

同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

　

第
二
十
一
条
の
十
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
専
決
事
項
）

第
二
十
一
条
の
十
二　

災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
長
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
務
を
専
決
さ
せ
る
こ
と
と

す
る
。

　

一　

委
任
規
則
第
十
一
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
、
第
五
号
の
二
、
第
十
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
、

第
十
五
号
及
び
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
事
務
（
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
所

属
職
員
の
事
務
分
担
に
係
る
も
の
、
同
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
所

属
職
員
に
係
る
も
の
、
同
条
第
十
二
号
ハ
か
ら
ホ
ま
で
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
所
長
が
指

定
す
る
庁
用
自
動
車
に
係
る
も
の
、
同
条
第
十
五
号
及
び
第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
事
務
に
つ
い

て
は
災
害
事
業
セ
ン
タ
ー
の
所
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

　

二　

第
二
十
一
条
第
三
号
ロ
か
ら
チ
ま
で
及
び
同
条
第
四
号
に
規
定
す
る
事
務
（
所
属
職
員
に
係
る

も
の
に
限
る
。
）

　

三　

所
属
職
員
（
役
付
職
員
を
除
く
。
）
の
昇
任
、
降
任
、
配
置
換
、
転
任
及
び
退
職
の
内
申
に
つ

い
て
所
長
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

　

四　

平
成
二
十
九
年
七
月
九
州
北
部
豪
雨
に
よ
る
災
害
に
伴
う
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
、
河

川
等
災
害
関
連
事
業
そ
の
他
災
害
関
係
事
業
の
工
事
の
実
施
に
関
す
る
事
務
（
次
に
掲
げ
る
災
害

事
業
セ
ン
タ
ー
の
所
管
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

　
　

イ　

工
事
の
施
行
予
定
箇
所
を
調
査
す
る
こ
と
。

　
　

ロ　

工
事
の
工
程
を
定
め
る
こ
と
。

　
　

ハ　

工
事
代
金
の
部
分
払
の
請
求
書
又
は
し
ゆ
ん
工
届
を
受
領
し
た
と
き
、
出
来
高
を
調
査
す
る

こ
と
。

　

別
表
一
第
十
項
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
の
四　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
項
中
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
個
人

情
報
の
保
護
に
関
す
る
事
務

　
　

こ
の
項
中
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
五
年
政
令
第
五
百
七
号
）
を
「
施
行
令

」
、
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
を
「
条
例
」
、
福
岡
県
個
人
情
報
の
保
護
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
を
「
細
則
」
と
い
う
。

１　

法
第
百
五
条
第
三
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
開
示
決
定
等
、

訂
正
決
定
等
、
利
用
停
止
決
定

等
又
は
開
示
請
求
、
訂
正
請
求

若
し
く
は
利
用
停
止
請
求
に
係

る
不
作
為
に
対
す
る
審
査
請
求

に
つ
い
て
福
岡
県
個
人
情
報
保

護
審
議
会
に
諮
問
し
、
裁
決
を

す
る
こ
と
。

１　

法
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱

い
を
確
保
す
る
た
め
、
事
業
者

等
へ
の
支
援
を
行
う
こ
と
。

２　

法
第
十
四
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関

す
る
苦
情
に
つ
い
て
あ
つ
せ
ん

等
を
行
う
こ
と
。

３　

法
第
八
十
二
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
保
有
個
人
情
報

の
全
部
又
は
一
部
を
開
示
す
る

旨
の
決
定
を
し
、
開
示
請
求
者

に
そ
の
旨
、
開
示
す
る
保
有
個

人
情
報
の
利
用
目
的
及
び
開
示

の
実
施
に
関
す
る
事
項
を
通
知

す
る
こ
と
。

４　

法
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
保
有
個
人
情
報

の
全
部
を
開
示
し
な
い
旨
の
決

定
を
し
、
開
示
請
求
者
に
そ
の

旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

５　

法
第
八
十
五
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
事
案
を
移
送
し

、
開
示
請
求
者
に
事
案
を
移
送

し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

６　

法
第
八
十
六
条
第
一
項
又
は

第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
第

三
者
に
開
示
請
求
に
係
る
当
該

第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

そ
の
他
の
事
項
を
通
知
し
て
意

見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
付
与
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す
る
こ
と
。

７　

法
第
八
十
六
条
第
三
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
反
対
意
見
書
を

提
出
し
た
第
三
者
に
開
示
決
定

を
し
た
旨
及
び
そ
の
理
由
並
び

に
開
示
を
実
施
す
る
日
を
通
知

す
る
こ
と
。

８　

法
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
訂
正
請
求
に
係

る
保
有
個
人
情
報
を
訂
正
す
る

旨
の
決
定
を
し
、
訂
正
請
求
者

に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

９　

法
第
九
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
訂
正
請
求
に
係

る
保
有
個
人
情
報
を
訂
正
し
な

い
旨
の
決
定
を
し
、
訂
正
請
求

者
に
そ
の
旨
を
通
知
す
る
こ
と

。
10　

法
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
訂
正
決
定
等
の

期
限
の
延
長
を
し
、
訂
正
請
求

者
に
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長

の
理
由
を
通
知
す
る
こ
と
。

11　

法
第
九
十
五
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
訂
正
決
定
等
の
期
限
の

特
例
延
長
を
し
、
訂
正
請
求
者

に
同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を

通
知
す
る
こ
と
。

12　

法
第
九
十
六
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
事
案
を
移
送
し

、
訂
正
請
求
者
に
事
案
を
移
送

し
た
旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

13　

法
第
九
十
七
条
の
規
定
に
基

づ
き
、
訂
正
決
定
に
基
づ
く
保

有
個
人
情
報
の
訂
正
の
実
施
を

し
た
場
合
に
そ
の
旨
を
提
供
先

に
通
知
す
る
こ
と
。

14　

法
第
百
一
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
利
用
停
止
請
求
に

係
る
保
有
個
人
情
報
を
利
用
停

止
す
る
旨
の
決
定
を
し
、
利
用

停
止
請
求
者
に
そ
の
旨
を
通
知

す
る
こ
と
。

15　

法
第
百
一
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
利
用
停
止
請
求
に

係
る
保
有
個
人
情
報
を
利
用
停

止
し
な
い
旨
の
決
定
を
し
、
利

用
停
止
請
求
者
に
そ
の
旨
を
通

　

知
す
る
こ
と
。

16　

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
利
用
停
止
決
定
等

の
期
限
の
延
長
を
し
、
利
用
停

止
請
求
者
に
延
長
後
の
期
間
及

び
延
長
の
理
由
を
通
知
す
る
こ

と
。

17　

法
第
百
三
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
利
用
停
止
決
定
等
の
期
限

の
特
例
延
長
を
し
、
利
用
停
止

請
求
者
に
同
条
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

18　

法
第
百
五
条
第
三
項
の
規
定

に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
項
各

号
に
掲
げ
る
者
に
諮
問
を
し
た

旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

19　

法
第
百
十
四
条
第
二
項
（
法

第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
等

匿
名
加
工
情
報
に
係
る
提
案
が

基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
、
提

案
者
に
同
条
第
二
項
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
通
知
す
る
こ
と
。

20　

法
第
百
十
四
条
第
三
項
（
法

第
百
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
基
づ
き
、
行
政
機
関
等

匿
名
加
工
情
報
に
係
る
提
案
が

基
準
に
適
合
し
な
い
と
認
め
、

提
案
者
に
理
由
を
付
し
て
そ
の

旨
を
通
知
す
る
こ
と
。

21　

法
第
百
四
十
六
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
個
人
情
報
取

扱
事
業
者
等
に
対
し
、
個
人
情

報
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
報
告

若
し
く
は
資
料
の
提
出
を
求
め

、
又
は
職
員
に
立
入
検
査
を
さ

せ
る
こ
と
（
施
行
令
第
四
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
が

行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

に
限
る
。
）
。

22　

施
行
令
第
四
十
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
事
業
所
管
大

臣
又
は
金
融
庁
長
官
を
経
由
し

て
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
報

告
す
る
こ
と
。
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23　

条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
開
示
決
定
等
の
期

限
の
延
長
を
し
、
開
示
請
求
者

に
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の

理
由
を
通
知
す
る
こ
と
。

24　

条
例
第
七
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
開
示
決
定
等
の
期
限
の
特

例
延
長
を
し
、
開
示
請
求
者
に

同
条
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
通

知
す
る
こ
と
。

25　

細
則
第
十
三
条
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
、
保
有
個
人
情
報

が
記
録
さ
れ
た
公
文
書
の
閲
覧

、
視
聴
又
は
聴
取
の
中
止
を
命

ず
る
こ
と
。

　

別
表
一
第
十
項
の
五
を
削
る
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

福
岡
県
訓
令
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局　
　

　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
労
働
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
四
月
福
岡
県
訓
令
第
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
の
表
参
事
補
佐
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

主　
　
　

幹

上
司
の
命
を
受
け
、
当
該
課
の
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及

び
経
験
を
活
か
し
、
当
該
課
の
長
、
副
課
長
又
は
参
事
を
補
佐
す
る
。

　

第
六
条
の
表
企
画
主
査
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

指 

導 

主 

査

上
司
の
命
を
受
け
、
事
務
を
処
理
す
る
と
と
も
に
、
培
わ
れ
た
知
識
、
技
術
及
び
経
験
を

活
か
し
職
員
を
指
導
す
る
。

　

第
七
条
第
二
項
中
「
企
画
主
査
」
を
「
主
幹
、
企
画
主
査
、
指
導
主
査
」
に
改
め
る
。

附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
訓
令
第
五
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

福
岡
県
広
報
広
聴
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

福
岡
県
広
報
広
聴
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

福
岡
県
広
報
広
聴
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
三
十
九
年
七
月
福
岡
県
訓
令
第
二
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
四
条
第
二
項
中
「
第
一
項
」
を
「
前
項
」
に
改
め
、
「
企
画
広
報
監
又
は
」
を
削
る
。

　
　
　
附
　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
福
岡
県
訓
令
第
六
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本　
　

庁　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

出
先
機
関　
　

　

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。
　
　

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

福
岡
県
知
事　
　

服
部　

誠
太
郎　
　

　
　
　

知
事
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程

目
次第

一
章　

総
則
（
第
一
条
・
第
二
条
）
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第
二
章　

管
理
体
制
（
第
三
条
―
第
七
条
）

第
三
章　

職
員
の
責
務
（
第
八
条
）

第
四
章　

保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
九
条
―
第
十
九
条
）

第
五
章　

安
全
確
保
上
の
問
題
へ
の
対
応
（
第
二
十
条
―
第
二
十
二
条
）

第
六
章　

監
査
及
び
点
検
の
実
施
（
第
二
十
三
条
―
第
二
十
五
条
）

第
七
章　

補
則
（
第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条
）

附
則

　
　
　

第
一
章　

総
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
訓
令
は
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
有
個
人
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要

か
つ
適
切
な
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条　

こ
の
訓
令
で
使
用
す
る
用
語
は
、
法
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

第
二
章　

管
理
体
制

　

（
総
括
管
理
者
）

第
三
条　

知
事
部
局
に
、
総
括
管
理
者
一
人
を
置
く
。

２　

総
括
管
理
者
は
、
知
事
が
指
定
す
る
副
知
事
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

総
括
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
。

　

一　

保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
係
る
重
要
事
項
の
決
定
、
連
絡
調
整
等
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
関
係
職
員
を
構
成
員
と
す
る
委
員
会
を
設
け
、
定
期
又
は
随
時
に
開
催
す
る
こ

と
。

　

二　

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
部
局
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
の

総
括
に
関
す
る
こ
と
。

　

（
保
護
管
理
者
）

第
四
条　

福
岡
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
福
岡
県
規
則
第
六
十
六
号
。
以
下
「
組
織
規
則
」

と
い
う
。
）
第
七
条
に
規
定
す
る
課
及
び
室
（
組
織
規
則
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
庁
に
臨

時
に
設
け
る
課
又
は
室
を
含
む
。
）
並
び
に
組
織
規
則
第
二
条
第
四
号
に
規
定
す
る
出
先
機
関
（
以

下
課
及
び
室
と
併
せ
て
「
所
属
」
と
い
う
。
）
に
、
保
護
管
理
者
一
人
を
置
く
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
所
属
の
長
と
し
、
所
属
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事
務
を
総

括
す
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
特
定
個
人
情
報

事
務
取
扱
担
当
者
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
役
割
を
指
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
護
管
理
者
は
、
各
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報
の
範
囲
を
指

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
事
務
取
扱
担
当
者
が
特
定
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
を
実
施

す
る
区
域
を
明
確
に
し
、
物
理
的
な
安
全
管
理
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

保
護
管
理
者
は
、
特
定
個
人
情
報
を
複
数
の
所
属
で
取
り
扱
う
場
合
の
各
所
属
の
事
務
分
担
及
び

責
任
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
護
担
当
者
）

第
五
条　

所
属
に
、
保
護
担
当
者
一
人
（
業
務
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
複
数
人
）
を

置
く
。

２　

保
護
担
当
者
は
、
本
庁
に
あ
っ
て
は
庶
務
を
所
掌
す
る
係
の
長
（
係
を
置
か
な
い
課
又
は
室
に
あ

っ
て
は
、
課
又
は
室
の
長
が
指
名
す
る
者
）
を
、
出
先
機
関
に
あ
っ
て
は
当
該
出
先
機
関
の
庶
務
を

所
掌
す
る
課
の
長
（
課
を
置
か
な
い
出
先
機
関
に
あ
っ
て
は
、
出
先
機
関
の
長
が
指
名
す
る
者
）
を

も
っ
て
充
て
る
。

３　

保
護
担
当
者
は
、
保
護
管
理
者
を
補
佐
し
、
所
属
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
管
理
に
関
す
る
事

務
を
行
う
。

（
監
査
責
任
者
）

第
六
条　

知
事
部
局
に
、
監
査
責
任
者
一
人
を
置
く
。

２　

監
査
責
任
者
は
、
総
務
部
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

３　

監
査
責
任
者
は
、
所
属
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
監
査
す
る
。

　

（
研
修
）

第
七
条　

総
括
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
職
員
（
派
遣
労
働
者
を
含
む
。
以

下
同
じ
。
）
に
対
し
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
保
有
個
人
情
報
の
保
護

に
関
す
る
意
識
の
高
揚
を
図
る
た
め
の
啓
発
そ
の
他
必
要
な
研
修
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
所
属
の
職
員
に
対
し
、
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
、
総
括
管
理
者

の
実
施
す
る
研
修
へ
の
参
加
の
機
会
を
付
与
す
る
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
三
章　

職
員
の
責
務

第
八
条　

職
員
は
、
法
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
並
び
に
総
括
管
理

者
、
保
護
管
理
者
及
び
保
護
担
当
者
の
指
示
に
従
い
、
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。第

四
章　

保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い

（
接
触
の
制
限
）

第
九
条　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報

に
接
す
る
権
限
を
有
す
る
者
を
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
事
務
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め

に
必
要
最
小
限
の
範
囲
の
職
員
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

前
項
に
規
定
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
て
い
な
い
職
員
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
に
接
し
て
は
な
ら

な
い
。

３　

職
員
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
を
付
与
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
当
該
保
有
個
人
情
報
へ

の
接
触
は
必
要
最
小
限
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
業
務
上
の
目
的
以
外
の
目
的
で
当
該
保
有
個
人
情

報
に
接
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
複
製
等
の
制
限
）

第
十
条　

職
員
が
業
務
上
の
目
的
で
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
場
合
で
あ
っ
て
も
、
保
護
管
理
者
は

、
次
に
掲
げ
る
行
為
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、
当
該

行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
必
要
最
小
限
に
限
定
し
、
職
員
は
、
保
護
管
理
者
の
指
示
に
従

い
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

保
有
個
人
情
報
の
複
製

二　

保
有
個
人
情
報
の
送
信

三　

保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
の
外
部
へ
の
送
付
又
は
持
出
し

四　

そ
の
他
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
あ
る
行
為

（
誤
り
の
訂
正
等
）

第
十
一
条　

職
員
は
、
保
有
個
人
情
報
の
内
容
に
誤
り
等
を
発
見
し
た
場
合
に
は
、
保
護
管
理
者
の
指

示
に
従
い
、
訂
正
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
媒
体
の
管
理
等
）

第
十
二
条　

職
員
は
、
保
護
管
理
者
の
指
示
に
従
い
、
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
を
定

め
ら
れ
た
場
所
に
保
管
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
媒
体
の
耐
火
金
庫

へ
の
保
管
、
保
管
場
所
の
施
錠
等
の
保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
を
防
止
す
る
た
め

の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
誤
送
付
等
の
防
止
）

第
十
三
条　

職
員
は
、
保
有
個
人
情
報
を
含
む
電
磁
的
記
録
又
は
媒
体
の
誤
送
信
、
誤
送
付
、
誤
交
付

又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
等
へ
の
誤
掲
載
を
防
止
す
る
た
め
、
個
別
の
事
務
又
は
事
業
に
お
い
て
取
り
扱

う
保
有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
に
応
じ
、
複
数
の
職
員
に
よ
る
確
認
や
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト

の
活
用
等
の
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
廃
棄
等
）

第
十
四
条　

職
員
は
、
保
有
個
人
情
報
又
は
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
（
端
末
機
器
及

び
サ
ー
バ
に
内
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
含
む
。
）
が
不
要
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
保
護
管
理
者
の
指

示
に
従
い
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
復
元
又
は
判
読
が
不
可
能
な
方
法
に
よ
り
当
該
保
有
個
人
情
報

の
消
去
又
は
当
該
媒
体
の
廃
棄
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
有
個
人
情
報
の
消
去
又
は
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
媒
体
の
廃
棄
を
委
託
す
る
場
合

（
二
以
上
の
段
階
に
わ
た
る
委
託
を
含
む
。
）
に
は
、
必
要
に
応
じ
て
職
員
が
消
去
及
び
廃
棄
に
立

ち
会
い
、
又
は
写
真
等
を
付
し
た
消
去
及
び
廃
棄
を
証
明
す
る
書
類
を
受
け
取
る
な
ど
、
委
託
先
に

お
い
て
消
去
及
び
廃
棄
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
状
況
の
記
録
）

第
十
五
条　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容

に
応
じ
て
、
台
帳
等
を
整
備
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い

て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
九
項

に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
取
扱
状
況
を
確
認
す
る
手
段
を
整
備
し
、
当
該
特
定
個
人

情
報
の
利
用
、
保
管
等
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
記
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
外
的
環
境
の
把
握
）

第
十
六
条　

保
有
個
人
情
報
が
、
外
国
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
、
当
該
外
国
の
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
制
度
等
を
把
握
し
た
上
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
安
全
管
理
の
た
め
に
必
要
か
つ
適

切
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
保
有
個
人
情
報
の
提
供
）
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第
十
七
条　

保
護
管
理
者
は
、
法
第
六
十
九
条
第
二
項
第
四
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
機
関
等
以
外
の

者
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一　

当
該
提
供
先
に
お
け
る
利
用
目
的
、
利
用
す
る
業
務
の
根
拠
法
令
、
利
用
す
る
記
録
範
囲
及
び

記
録
項
目
、
利
用
形
態
等
に
つ
い
て
当
該
提
供
先
と
の
間
で
書
面
を
取
り
交
わ
す
こ
と
。

　

二　

当
該
提
供
先
へ
の
安
全
確
保
の
措
置
を
要
求
す
る
と
と
も
に
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

、
当
該
提
供
前
又
は
随
時
に
実
地
調
査
等
を
行
い
、
当
該
措
置
状
況
を
確
認
し
て
そ
の
結
果
を
記

録
す
る
と
と
も
に
、
改
善
要
求
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
法
第
六
十
九
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
行
政
機
関
等
に
保
有
個
人
情

報
を
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
前
項
各
号
に
規
定
す
る
措
置
を

講
ず
る
も
の
と
す
る
。

　

（
業
務
の
委
託
等
）

第
十
八
条　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は

、
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
行
う
能
力
を
有
し
な
い
者
を
選
定
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
必

要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
の
委
託
に
係
る
契
約
書
に
次
に
掲
げ
る

事
項
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
委
託
先
に
お
け
る
責
任
者
及
び
業
務
従
事
者
の
管
理
体
制
及
び
実
施

体
制
、
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
の
検
査
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
書
面
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一　

保
有
個
人
情
報
に
関
す
る
秘
密
保
持
、
目
的
外
利
用
の
禁
止
等
の
義
務

　

二　

再
委
託
（
再
委
託
先
が
委
託
先
の
子
会
社
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二

条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
、
第
八

号
及
び
第
七
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
制
限
又
は
事
前
承
認
そ
の
他
の
再
委
託
に
係
る
条
件
に
関

す
る
事
項

三　

保
有
個
人
情
報
の
複
製
等
の
制
限
に
関
す
る
事
項

四　

保
有
個
人
情
報
の
安
全
管
理
措
置
に
関
す
る
事
項

五　

保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
等
の
事
案
の
発
生
時
に
お
け
る
対
応
に
関
す
る
事
項

六　

委
託
終
了
時
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
消
去
及
び
媒
体
の
返
却
に
関
す
る
事
項

　

七　

法
令
及
び
契
約
に
違
反
し
た
場
合
に
お
け
る
契
約
解
除
、
損
害
賠
償
責
任
そ
の
他
必
要
な
事
項

　

八　

契
約
内
容
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
の
定
期
的
報
告
に
関
す
る
事
項
及
び
委
託
先
に
お
け
る
委
託

さ
れ
た
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
状
況
を
把
握
す
る
た
め
の
監
査
等
に
関
す
る
事
項
（
再
委
託
先
の

監
査
等
に
関
す
る
事
項
を
含
む
。
）

３　

前
二
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
番
号
利
用
法
第
二
条
第
十
項
に
規
定
す
る
個

人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
（
第
六
項
及
び
第
八
項
に

お
い
て
「
個
人
番
号
利
用
事
務
等
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託

先
に
お
い
て
、
法
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
か

否
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
取
扱
い
を
委
託
す
る
保

有
個
人
情
報
の
範
囲
は
、
委
託
す
る
業
務
内
容
に
照
ら
し
て
必
要
最
小
限
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
外
部
に
委
託
す
る
場
合
に
は
、
委
託

す
る
業
務
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
や
そ
の
量
等
に
応
じ
て
、
作
業
の
管
理
体

制
及
び
実
施
体
制
並
び
に
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ
い
て
、
年
一
回
以
上
の
定
期
的
検
査

等
に
よ
り
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は
一
部
を
委

託
す
る
場
合
に
は
、
委
託
先
に
お
い
て
、
法
に
基
づ
き
知
事
が
果
た
す
べ
き
安
全
管
理
措
置
と
同
等

の
措
置
が
講
じ
ら
れ
る
よ
う
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７　

保
護
管
理
者
は
、
委
託
先
が
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、

委
託
先
に
第
一
項
及
び
第
二
項
の
措
置
を
講
じ
さ
せ
る
と
と
も
に
、
再
委
託
さ
れ
る
業
務
に
係
る
保

有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
に
応
じ
て
、
委
託
先
を
通
じ
て
又
は
自
ら
が
第
五
項
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
に
つ
い
て
再
委
託
先
が
再
々
委

託
を
行
う
場
合
以
降
も
同
様
と
す
る
。

８　

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
保
護
管
理
者
は
、
委
託
先
が
個
人
番
号
利
用
事
務
等
の
全
部
又
は

一
部
を
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
当
該
個
人
番
号
利
用
事
務
等
に
お
い
て
取
り
扱
う
特
定
個
人
情
報

の
適
切
な
管
理
が
図
ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
再
委
託
の
諾
否
を
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
９　

前
各
項
の
規
定
は
、
指
定
管
理
者
に
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
公
の

施
設
の
管
理
業
務
に
伴
い
保
有
個
人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
と
な
る
場
合
に
準
用
す
る
。

10　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業
務
を
派
遣
労
働
者
に
よ
っ
て
行
わ
せ
る
場

合
に
は
、
労
働
者
派
遣
契
約
書
に
秘
密
保
持
義
務
等
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
す
る
事
項
を
明
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記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
そ
の
他
）

第
十
九
条　

保
護
管
理
者
は
、
保
有
個
人
情
報
を
提
供
し
、
又
は
保
有
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
係
る
業

務
を
委
託
す
る
場
合
に
は
、
漏
え
い
等
に
よ
る
被
害
発
生
の
リ
ス
ク
を
低
減
す
る
観
点
か
ら
、
提
供

先
の
利
用
目
的
、
委
託
す
る
業
務
の
内
容
、
保
有
個
人
情
報
の
秘
匿
性
等
そ
の
内
容
な
ど
を
考
慮
し

、
必
要
に
応
じ
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
記
載
の
全
部
又
は
一
部
を
削
除
し
、
又

は
別
の
記
号
等
に
置
き
換
え
る
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
章　

安
全
確
保
上
の
問
題
へ
の
対
応

　

（
事
案
の
報
告
及
び
再
発
防
止
措
置
）

第
二
十
条　

保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
の
事
案
の
発
生
又
は
兆
候
を
把
握
し
た
場
合

、
特
定
の
職
員
が
法
そ
の
他
関
連
す
る
法
令
及
び
規
程
等
の
定
め
に
違
反
し
て
い
る
事
実
又
は
兆
候

を
把
握
し
た
場
合
等
、
安
全
確
保
の
上
で
問
題
と
な
る
事
案
又
は
事
案
の
発
生
の
お
そ
れ
を
認
識
し

た
職
員
は
、
直
ち
に
当
該
保
有
個
人
情
報
を
管
理
す
る
保
護
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
２　

保
護
管
理
者
は
、
被
害
の
拡
大
防
止
、
復
旧
等
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
速
や
か
に
講
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
被
害
拡
大
防
止
の
た
め
直
ち
に
行
い
得
る
措
置
に
つ
い
て
は

、
直
ち
に
行
う
（
職
員
に
行
わ
せ
る
こ
と
を
含
む
。
）
も
の
と
す
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
事
案
の
発
生
し
た
経
緯
、
被
害
状
況
等
を
調
査
し
、
総
括
管
理
者
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
特
に
重
大
と
認
め
る
事
案
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
総
括
管

理
者
に
当
該
事
案
の
内
容
等
に
つ
い
て
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４　

総
括
管
理
者
は
、
前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
事
案
の
内
容

、
経
緯
、
被
害
状
況
等
を
知
事
に
速
や
か
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５　

保
護
管
理
者
は
、
事
案
の
発
生
し
た
原
因
を
分
析
し
、
再
発
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
と
と
も
に
、
同
種
の
業
務
を
実
施
し
て
い
る
所
属
に
再
発
防
止
措
置
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

（
法
に
基
づ
く
報
告
及
び
通
知
）

第
二
十
一
条　

保
護
管
理
者
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の

報
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
へ
の
通
知
を
要
す
る
場
合
に
は
、
前
条
の
措
置
と
並
行

し
て
、
速
や
か
に
所
定
の
手
続
を
行
う
と
と
も
に
、
個
人
情
報
保
護
委
員
会
に
よ
る
事
案
の
把
握
等

に
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
公
表
等
）

第
二
十
二
条　

保
護
管
理
者
は
、
法
第
六
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
人
情
報
保
護
委
員
会
へ
の

報
告
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
本
人
へ
の
通
知
を
要
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
事
案
の
内

容
、
影
響
等
に
応
じ
て
、
事
実
関
係
及
び
再
発
防
止
策
の
公
表
、
当
該
事
案
に
係
る
本
人
へ
の
対
応

等
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
章　

監
査
及
び
点
検
の
実
施

　

（
監
査
）

第
二
十
三
条　

監
査
責
任
者
は
、
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
を
検
証
す
る
た
め
、
第
二
章
か
ら
前

章
ま
で
に
規
定
す
る
措
置
の
状
況
を
含
む
知
事
部
局
に
お
け
る
保
有
個
人
情
報
の
管
理
の
状
況
に
つ

い
て
、
定
期
に
、
及
び
必
要
に
応
じ
随
時
に
監
査
（
外
部
監
査
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
総
括
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
点
検
）

第
二
十
四
条　

保
護
管
理
者
は
、
自
ら
管
理
責
任
を
有
す
る
保
有
個
人
情
報
の
記
録
媒
体
、
処
理
経
路

、
保
管
方
法
等
に
つ
い
て
、
定
期
に
、
及
び
必
要
に
応
じ
随
時
に
点
検
を
行
い
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
を
総
括
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
評
価
及
び
見
直
し
）

第
二
十
五
条　

総
括
管
理
者
又
は
保
護
管
理
者
は
、
監
査
又
は
点
検
の
結
果
等
を
踏
ま
え
、
実
効
性
等

の
観
点
か
ら
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
つ
い
て
評
価
し
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
見
直
し
等
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
七
章　

補
則

　

（
他
の
訓
令
と
の
関
係
）

第
二
十
六
条　

他
の
訓
令
の
規
定
に
よ
り
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
管
理
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
こ
の

訓
令
と
別
段
の
定
め
が
設
け
ら
れ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

当
該
他
の
訓
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　

（
細
則
）

第
二
十
七
条　

こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
総
括
管
理
者
又
は
総
括
管
理
者
の
指

示
に
従
い
総
務
部
県
民
情
報
広
報
課
長
が
定
め
る
。

２　

保
護
管
理
者
は
、
こ
の
訓
令
を
実
施
し
、
又
は
保
有
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
、
必
要
が
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あ
る
と
き
は
、
細
則
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３　

保
護
管
理
者
は
、
前
項
の
細
則
を
定
め
、
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
総
括
管

理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
の
適
切
な
管
理
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
七
年
四
月

福
岡
県
訓
令
第
四
号
）
は
、
廃
止
す
る
。




